
日
本
中
世
に
お
け
る
水
辺
の
環
境
と
生
業

4　（4）

…
河
川
と
湖
沼
の
漁
携
か
ら
l
l
－

橋

本

道

範

門
要
約
】
　
中
世
に
お
け
る
臼
本
列
島
の
生
業
の
あ
り
方
を
考
え
る
た
め
に
は
、
陸
域
と
水
域
と
が
不
定
期
に
可
逆
的
に
推
移
す
る
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
と
い
う

環
境
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
漁
業
史
研
究
で
は
さ
し
て
注
目
さ
れ
て
い
な
い
が
、
流
動
す
る
河
川
や
水
位
が
変
動
す
る
湖
沼
と
い
う

水
域
の
周
辺
に
は
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
が
広
が
っ
て
お
り
、
「
河
原
扁
、
「
河
辺
」
、
「
頚
際
」
な
ど
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
網
野
善
彦
氏
が
主
張
す
る

「
愚
民
」
に
よ
る
特
権
的
な
漁
掛
は
貫
徹
し
て
お
ら
ず
、
地
頭
・
御
家
人
層
や
荘
宮
層
か
ら
荘
園
の
佐
人
等
ま
で
様
々
な
階
層
に
よ
る
異
質
な
漁
掛
が
競
合

し
つ
つ
も
併
存
し
て
い
た
。
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
河
原
」
や
「
河
辺
」
で
の
「
一
日
の
う
ち
」
の
漁
携
、
つ
ま
り
そ
の
日
の
生
活
の
た
め
の
小
規
模

で
素
朴
な
漁
掛
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
で
の
斎
串
は
市
場
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
慢
性
的
な
飢
饒
状
態
の
な
か
で

も
魚
鳥
類
は
売
買
さ
れ
て
お
り
、
小
規
模
で
素
朴
な
漁
携
も
ま
た
市
場
を
前
提
と
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
　
　
史
林
九
二
巻
㎜
号
　
二
〇
〇
九
年
【
月

は
　
じ
　
め
　
に

本
稿
の
目
的
は
、
自
然
環
境
要
因
を
組
み
込
ん
だ
生
業
論
を
構
築
す
る
た
め
に
、
日
本
中
世
の
水
辺
と
い
う
環
境
に
注
目
し
て
、
そ
こ
で
の

漁
携
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
い
わ
ゆ
る
戦
後
歴
史
学
に
つ
い
て
川
北
稔
氏
は
、
「
一
国
史
観
・
進
歩
史
観
（
そ
れ
に
関
連
し
て
発
展
段
階
論
）
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
史
観
・
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

産
重
視
・
農
村
偏
重
な
ど
の
傾
向
」
を
そ
の
欠
陥
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
自
然
環
境
要
因
の
著
し
い
軽
視
も
し
く
は
無
視
を
付
け
加



日本中世における水辺の環境と生業（橋本）

　
　
　
　
　
　
　
②

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
環
境
問
題
が
人
類
共
通
の
課
題
と
し
て
提
起
さ
れ
、
戦
後
歴
史
学
が
依
拠
し
て
き
た
進
歩
史
観
そ
の
も
の
が

揺
ら
ご
う
と
し
て
い
る
い
ま
、
歴
史
学
の
議
論
の
な
か
に
自
然
環
境
要
因
を
内
在
化
さ
せ
る
こ
と
は
避
け
て
通
れ
な
い
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

そ
う
し
た
観
点
か
ら
本
稿
が
注
目
す
る
の
は
自
然
環
境
要
因
を
視
野
に
入
れ
た
生
業
論
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
春
田
直
紀
氏
が
生
業
を
「
自
然
の
も
つ
多
様
な
機
能
か
ら
労
働
・
生
活
に
役
立
つ
価
値
を
ひ
き
だ
す
行
為
」
と
定
義
し
て
い
る
よ

　
③

う
に
、
生
業
論
は
、
そ
れ
ま
で
の
社
会
的
分
業
論
で
は
捉
え
き
れ
な
か
っ
た
人
間
の
自
然
へ
の
働
き
か
け
の
全
体
構
造
を
把
握
す
る
議
論
と
し

て
有
効
で
あ
り
、
な
お
か
つ
、
変
化
す
る
自
然
環
境
へ
の
人
間
の
適
応
も
併
せ
て
問
題
と
で
き
る
点
で
今
後
の
自
然
と
人
間
の
双
方
向
的
な
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

係
史
を
議
論
す
る
際
の
重
要
な
核
と
な
り
う
る
。
特
に
、
民
俗
学
を
専
攻
す
る
安
室
知
氏
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
複
合
生
業
論
は
、
聞
き
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
よ
っ
て
記
録
に
は
表
れ
な
い
生
業
ま
で
把
握
す
る
一
方
で
、
生
業
選
択
へ
の
市
場
の
関
与
を
正
確
に
と
ら
え
て
い
る
点
で
高
く
評
価
で
き
る
。

歴
史
学
の
立
場
か
ら
は
更
に
権
力
に
よ
る
編
成
と
保
障
の
問
題
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
、
自
然
環
境
の
規
定
性
の
み
を
一
方
的

に
重
視
す
る
環
境
決
定
論
的
な
議
論
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
生
業
の
複
合
性
の
み
な
ら
ず
柔
軟
性
や
選
択
性
、
戦
略
性
を
も
視
野
に
入
れ
る

こ
と
が
で
き
る
複
合
生
業
論
は
極
め
て
重
要
な
視
点
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
生
業
と
い
う
観
点
か
ら
日
本
中
世
の
自
然
と
人
間
と
の
関
係
を
歴
史
学
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
網
野
善
彦
氏
の
非
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

曇
霞
論
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
網
野
氏
は
「
山
野
河
海
」
を
田
畠
と
は
異
質
な
「
無
縁
の
場
」
と
捉
え
、
そ
こ
に
お
け
る
農
業
以

外
の
生
業
の
解
明
を
精
力
的
に
推
し
進
め
た
。
網
野
氏
の
議
論
の
根
底
に
は
、
原
始
以
来
の
根
源
的
自
由
を
論
じ
る
無
縁
論
が
あ
り
、
網
野
氏

は
、
私
有
で
も
共
有
で
も
な
い
「
無
所
有
」
と
い
う
自
然
と
の
関
わ
り
方
を
軸
に
、
私
的
所
有
の
発
農
史
で
は
な
い
人
類
史
を
描
こ
う
と
し
た

　
　
　
　
⑦

の
で
あ
る
が
、
そ
の
議
論
の
一
つ
の
柱
と
な
っ
た
の
が
、
水
面
を
主
た
る
生
活
の
場
と
す
る
人
々
を
論
じ
た
三
民
論
と
琵
琶
湖
な
ど
を
対
象
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
た
中
世
漁
業
史
研
究
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
、
本
稿
が
直
接
の
出
発
点
と
し
た
い
の
は
、
網
野
氏
の
議
論
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
対
す
る
保
立
道
久
氏
と
の
一
連
の
論
争
、
特
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

水
面
と
の
関
わ
り
方
の
理
解
を
め
ぐ
る
大
き
な
対
立
で
あ
る
。
保
立
氏
は
、
「
人
間
労
働
の
対
象
と
な
る
水
辺
の
自
然
は
一
つ
の
全
体
と
し
て

5　（5）



現
れ
る
」
と
し
て
、
「
土
地
」
か
ら
「
水
」
の
み
を
抽
象
的
に
分
離
し
て
問
題
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
網
野
氏
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
中
世

的
水
面
領
有
（
テ
リ
ト
リ
ー
的
な
領
有
）
を
縁
辺
の
土
地
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
し
て
荘
園
制
的
土
地
所
有
体
系
の
中
に
位
置
付
け
た
。
そ
れ

に
対
し
網
野
氏
は
、
「
自
由
な
通
行
と
漁
携
の
特
権
」
を
も
つ
海
事
の
水
面
と
の
関
わ
り
方
は
、
「
河
海
そ
の
も
の
の
独
自
の
あ
り
方
」
の
上
に

立
っ
た
も
の
で
、
土
地
の
延
長
と
し
て
水
面
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
荘
園
・
領
主
・
百
姓
等
の
あ
り
方
と
は
質
が
異
な
る
と
反
論
し
て
譲
ろ
う

と
は
し
な
か
っ
た
。

　
両
者
の
論
争
は
、
水
面
と
の
関
わ
り
の
あ
り
方
を
実
証
的
に
論
じ
た
点
で
高
く
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
が
重
要
で
あ
る
と
考
え

る
の
は
、
保
立
氏
が
、
「
樟
立
」
（
か
し
だ
て
）
と
い
う
樟
が
立
つ
程
度
の
水
深
の
水
域
を
取
り
上
げ
、
「
潮
の
満
干
に
洗
わ
れ
る
地
先
の
磯
・
藻

場
・
浅
瀬
・
干
潟
や
、
水
際
・
渚
・
浜
な
ど
は
陸
と
水
面
の
接
点
と
し
て
、
人
間
の
開
発
領
有
行
為
が
最
も
及
び
や
す
い
身
近
な
水
の
世
界
」

で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
「
陸
と
水
面
と
の
接
点
」
は
、
近
年
、
陸
域
と
水
域
と
の
推
移
帯
（
エ
コ
ト
ー
ン
、
以
下
「
水
辺
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

コ
ト
ー
ン
」
と
す
る
）
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
環
境
で
あ
る
。
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
は
、
生
物
の
多
様
性
に
富
ん
だ
空
間
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

り
、
佐
野
静
代
氏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
人
間
に
と
っ
て
有
用
性
の
高
い
空
間
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
網
野
氏
も
保
立
氏
も
、
生
業
の
舞

台
と
な
っ
た
「
水
辺
」
や
「
地
先
」
と
い
う
環
境
そ
の
も
の
の
自
然
的
、
歴
史
的
特
質
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
視
点
は
乏
し
い
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
網
野
氏
が
強
調
す
る
「
河
海
そ
の
も
の
の
独
自
な
あ
り
方
」
も
十
分
に
説
明
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
日

本
中
世
の
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
と
は
ど
の
よ
う
な
環
境
と
し
て
認
識
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
生
業
が
営
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ

は
生
業
の
全
体
構
造
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
環
境
と
生
業
に
関
わ
る
研
究
史
を
紐
解
く
と
き
、
そ
の
対
象
が
海
面
や
海
辺
の
漁
業
史
研
究
に
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
く
偏
り
、
内
水
面
と
そ
の
周
辺
を
取
り
上
げ
た
論
考
は
そ
の
重
要
性
に
比
較
し
て
数
少
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
海
水
面
と
内
水
面
は
潟
湖
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ど
を
媒
介
に
連
続
し
て
お
り
、
分
離
し
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
急
峻
な
山
地
か
ら
な
る
日
本
列
島
は
、
平
地

は
小
規
模
と
は
い
え
河
川
密
度
が
高
く
、
大
中
小
の
河
川
が
扇
状
地
を
形
成
し
つ
つ
乱
流
し
、
氾
濫
原
を
と
も
な
う
沖
積
平
野
が
形
成
さ
れ
て

6 （6）
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⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

い
る
。
網
野
氏
が
印
象
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
中
世
ま
で
日
本
列
島
は
「
水
」
だ
ら
け
だ
っ
た
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
河
川
、
湖
沼
、
沼

沢
地
や
低
湿
地
の
広
が
り
が
大
き
な
特
色
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
点
を
考
慮
し
、
ど
の
よ
う
な
立
地
で
あ
っ
て
も
自

然
の
構
成
要
素
に
必
ず
含
ま
れ
る
河
川
と
湖
沼
を
中
心
と
す
る
内
水
面
の
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
に
焦
点
を
あ
て
、
記
録
資
料
を
も
ち
い
て
、
で
き

る
だ
け
そ
こ
で
の
生
業
の
実
態
に
迫
り
た
い
。
但
し
、
内
水
面
の
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
で
展
開
し
た
多
種
多
様
な
生
業
の
す
べ
て
を
取
り
上
げ
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
複
合
的
な
生
業
の
あ
り
方
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
も
、
本
稿
で
は
中
世
前
期
の
漁
業
に
絞
っ
て
検
討
を
加
え
る

こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、
池
、
溝
、
堀
な
ど
の
人
工
水
系
で
の
漁
携
、
特
に
池
と
堀
の
漁
携
は
内
水
面
の
生
業
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な

論
点
と
な
る
と
考
え
る
が
、
本
稿
で
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

①
川
北
稔
「
歴
史
学
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
1
二
一
世
紀
に
向
か
っ
て
i
」

　
（
『
七
隈
史
学
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
。

②
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
川
北
稔
「
自
然
環
境
と
歴
史
学
i
ト
ー
タ
ル
・
ヒ
ス

　
ト
リ
…
を
求
め
て
一
」
（
『
岩
波
講
座
　
世
界
歴
史
1
　
世
界
史
へ
の
ア
プ
ロ
ー

　
チ
』
岩
波
書
店
、
…
九
九
八
年
）
が
参
考
と
な
る
。

③
春
田
直
紀
「
中
世
の
海
村
と
山
村
一
生
業
村
落
論
の
試
み
i
」
（
『
日
本
史

　
研
究
』
三
九
二
、
一
九
九
五
年
）
。

④
日
本
の
歴
史
学
に
お
け
る
生
業
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
春
田
直
紀
「
生
業
論

　
の
登
場
と
歴
史
学
i
日
本
申
世
・
近
世
史
の
場
合
！
」
（
明
生
業
か
ら
見
る
日

　
本
史
－
新
し
い
歴
史
学
の
射
程
1
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
。

⑤
安
室
知
糊
水
田
を
め
ぐ
る
民
俗
学
的
研
究
t
日
本
稲
作
の
展
開
と
構
造

　
⊥
（
慶
友
社
、
～
九
九
八
年
）
、
同
「
複
合
生
業
論
」
（
門
講
座
日
本
の
民
俗
学

　
第
5
巻
　
生
業
の
民
俗
㎞
雄
山
閤
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
。

⑥
網
野
善
彦
『
日
本
中
世
の
非
農
業
民
と
天
皇
聴
（
岩
波
番
店
、
一
九
八
四
年
）
。

⑦
網
野
善
彦
『
増
補
無
縁
・
公
界
・
楽
－
日
本
中
世
の
自
由
と
平
和
！
』

　
（
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
）
な
ど
。

⑧
網
野
善
彦
「
漁
携
と
海
産
物
の
流
通
」
（
『
中
世
民
衆
の
生
業
と
技
術
』
東
京
大

　
斗
出
照
会
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
は
一
九
八
五
年
目
、
同
『
日
本
中
世
都
市
の
世

　
田
介
臨
　
（
牌
肌
摩
撫
省
一
房
、
　
一
九
九
⊥
ハ
年
）
　
な
ど
。

⑨
保
立
道
久
「
中
世
前
期
の
漁
業
と
庄
園
不
一
山
野
河
海
の
漁
民
身
分
を
め
ぐ

　
っ
て
i
扁
（
『
歴
史
評
論
輪
帯
七
六
、
～
九
八
一
年
差
。
網
野
善
彦
『
日
本
中
世

　
の
非
農
業
民
と
天
皇
睡
（
前
掲
註
⑥
）
。
網
野
善
彦
「
漁
携
と
海
産
物
の
流
通
」

　
（
前
掲
註
⑧
）
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
春
閉
直
紀
「
漁
場
と
漁
村
」

　
（
槻
日
本
申
世
史
研
究
事
典
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
五
年
）
が
整
理
し
て
い
る
。

⑩
国
土
庁
大
都
市
圏
整
備
局
ほ
か
『
琵
琶
湖
の
総
合
的
な
保
全
の
た
め
の
計
画
調

　
査
報
告
諮
　
本
編
輪
（
国
土
庁
大
都
市
圏
整
備
局
ほ
か
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
。

　
な
お
、
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
の
用
語
に
つ
い
て
は
、
佑
野
静
代
『
中
近
世
の
村
落
と

　
水
辺
の
環
境
史
－
景
観
・
生
業
・
資
源
管
理
隔
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）

　
を
参
考
と
し
た
。

⑪
　
佐
野
静
代
「
琵
琶
湖
岸
内
湖
周
辺
地
域
に
お
け
る
伝
統
的
環
境
利
用
シ
ス
テ
ム

　
と
そ
の
崩
壊
」
（
噸
地
理
学
評
論
輪
七
六
一
一
、
二
〇
〇
三
年
）
、
同
「
エ
コ
ト
ー

　
ン
と
し
て
の
潟
湖
に
お
け
る
伝
統
的
生
業
活
動
と
「
コ
モ
ン
ズ
」
1
近
世
～
近

　
代
の
八
郎
潟
の
生
態
系
と
生
物
資
源
の
利
用
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
国
立
歴
史
民

　
俗
博
物
館
研
究
報
告
㎞
＝
一
三
、
二
〇
〇
五
年
）
ほ
か
。
い
ず
れ
も
『
中
近
世
の
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村
落
と
水
辺
の
環
境
史
』
（
前
掲
註
⑩
）
に
所
収
。

⑫
数
少
な
い
例
外
と
し
て
、
原
田
信
男
噸
中
世
村
落
の
景
観
と
生
活
』
（
思
文
閣

　
出
版
、
一
九
九
九
年
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑬
高
橋
一
樹
「
中
世
日
本
海
沿
岸
地
域
の
潟
湖
と
荘
園
制
支
配
」
（
百
本
海
域
歴

　
史
体
系
　
第
三
巻
　
中
世
篇
』
（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
。

⑭
『
世
界
大
百
科
事
典
2
1
』
（
平
凡
社
、
～
九
八
八
年
）
門
に
ほ
ん
れ
っ
と
う
」
の

　
式
正
英
氏
執
筆
部
分
を
参
考
に
し
た
。

⑮
網
野
善
彦
『
歴
史
と
出
会
う
』
洋
泉
源
、
二
〇
〇
〇
年
）
。
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一
　
水
辺
の
認
識

　
本
章
に
お
い
て
は
、
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
と
い
う
環
境
で
の
生
業
を
論
ず
る
前
提
と
し
て
、
中
世
前
期
に
お
い
て
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
と
い
う
環

境
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
、
把
握
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
、
史
料
に
登
場
す
る
水
辺
を
め
ぐ
る
三
つ
の
環

境
認
識
に
注
目
す
る
。

河
川
と
湖
沼
の
変
動
　
最
初
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
河
川
そ
の
も
の
の
把
握
の
さ
れ
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
河
川
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
、
国
衙
領
で
あ
り
、
守
護
領
と
し
て
継
承
さ
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
保
立
氏
が
こ
れ
に
反
論
し
、
ま
た
、
そ
れ
ま
で
に
小
山
靖

三
宿
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
十
一
世
紀
後
半
頃
よ
り
荘
園
が
立
券
さ
れ
る
際
に
は
耕
地
の
み
で
な
く
、
二
野
と
と
も
に
「
河
」
や
「
河
原
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

も
四
至
内
に
囲
い
込
ま
れ
て
い
た
。

　
そ
の
上
で
、
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
と
の
関
係
で
ま
ず
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
荘
園
制
に
お
け
る
耕
地
把
握
と
関
わ
っ
て
史
料
に
登
場
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

河
成
（
川
成
）
で
あ
る
。
一
般
的
に
中
世
前
期
ま
で
の
河
川
は
、
河
道
が
固
定
化
さ
れ
た
状
態
と
は
程
遠
く
、
複
数
の
河
道
が
流
動
す
る
の
が

常
態
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
。

　
表
1
の
一
は
寛
喜
元
年
（
＝
一
二
九
）
の
山
城
国
上
野
庄
（
上
桂
庄
）
の
検
注
目
録
に
記
載
さ
れ
た
河
成
を
抜
き
出
し
て
年
表
と
し
て
ま
と
め

　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
桂
川
の
事
例
で
あ
る
が
、
建
保
四
年
（
一
二
～
六
）
以
降
の
「
河
成
」
が
控
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
十

四
年
間
六
回
と
い
う
か
な
り
の
頻
度
で
不
定
期
的
な
河
道
の
流
動
が
把
握
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
惣
田
数
十
六
町
鳶
二
十
歩
の
う
ち
二
町
八
段

九
十
歩
、
お
お
よ
そ
田
地
の
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
相
当
す
る
河
成
が
掌
握
さ
れ
て
い
る
点
で
注
目
し
て
お
き
た
い
。



　
ま
た
、
表
！
の
2
は
、
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
の
備
前
畠
田
北
条
村
の
堀
田
・
畠
田
の
内
検
目
録
か
ら
口
分
と
さ
れ
た
河
成
を
抜
き
出
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
年
表
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
南
北
条
村
は
、
東
大
寺
を
再
建
し
た
俊
乗
身
重
源
の
干
拓
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
村
で
、
現
吉
井
川
下

流
の
左
岸
に
位
置
し
て
い
た
。
こ
の
目
録
に
よ
れ
ば
、
本
河
成
の
ほ
か
、
文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）
以
降
と
恐
ら
く
は
嘉
元
二
年
に
新
た
に
流

路
と
な
っ
た
分
の
田
地
の
税
が
控
除
さ
れ
て
い
る
。
総
係
数
四
十
二
町
八
段
二
十
五
代
の
う
ち
、
除
外
さ
れ
た
の
は
八
町
三
段
十
八
代
で
、
上

桂
庄
と
比
べ
て
こ
ち
ら
は
お
お
よ
そ
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
三
十
四
年
に
四
回
の
新
し
い
河
成
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
河
成
は
、
あ
く
ま
で
荘
園
領
主
に
よ
っ
て
河
道
と
認
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
周
辺
に
は
水
域
と
陸
域
と
の
区
別
が
曖
昧
な
水
辺

エ
コ
ト
ー
ン
が
広
が
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
し
か
も
、
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
は
河
道
の
流
動
に
よ
っ
て
常
に
再
形
成
が
な
さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
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表1　「河成」認定の頻度

年 西暦 1山城国上桂庄 2備前国南北条村
（桂川） （吉井1目）

建保4年 1216 海成

建保5年 1217 河になる

建保6年 12！8 河成

承久元年 1219

承久2年 1220

承久3年 1221

貞応元年 1222 ［［コ［コ

貞応2年 1223

元仁元年 1224

嘉禄元年 1225

嘉禄2年 1226 河成

安貞元年 1227

安貞2年 1228 ［懸［コ

塁壁元年 1229 【検注目録】

一　　一 一 ～ 一

一　　～ ｛ ～ ～

年未詳 本河成

～　　～ ｛ ～ ～

文永7年 1270 流

文永8年 1271

文永9年 1272

文永10年 1273

文永11年 1274

建治元年 1275

建治2年 1276

建治3年 1277

弘安元年 1278

弘安2年 工279

弘安3年 1280

弘安4年 1281

弘安5年 1282

弘安6年 1283

弘安7年 1284

弘安8年 1285

弘安9年 1286

弘安10年 1287 流

正応元年 1288

正応2年 1289

正応3年 1290 流

正応4年 1291

正応5年 1292

永仁元年 1293

永仁2年 1294

永仁3年 1295

永仁4年 1296

永仁5年 1297

永仁6年 1298

正安元年 1299

正安2年 1300

正安3年 1301

乾元元年 ！302

嘉元元年 1303

嘉元2年 1304 新流力【内検】
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る
。
更
に
、
こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
河
成
が
単
純
に
一
本
の
河
道
が
流
れ
を
変
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
し
た
と
は
限
ら
な

い
点
で
あ
る
。

　
鴨
社
（
上
賀
茂
神
社
）
領
安
曇
川
御
厨
は
近
江
国
比
叡
庄
と
漁
掛
を
め
ぐ
っ
て
相
論
と
な
り
、
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）
安
曇
川
御
厨
勝
訴
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

官
宣
旨
が
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
漁
掛
紛
争
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
が
、
こ
の
紛
争
の
中
で
比
悪
意
側
が
「
件
河
建

保
七
曲
、
流
一
翼
叡
庄
一
之
条
僅
十
余
年
」
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
紛
争
発
生
の
契
機
が
琵
琶
湖
に
流
入
す
る
安
曇
川
の
河
道
の
流
動
で
あ

っ
た
可
能
性
は
高
い
（
後
掲
史
料
九
・
傍
線
e
）
。
但
し
、
こ
の
河
川
に
つ
い
て
安
曇
川
御
厨
側
が
「
彼
河
新
古
余
流
」
と
称
し
て
い
る
よ
う
に
、

本
流
と
余
流
と
は
区
別
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
（
傍
線
b
）
。
し
か
も
、
「
建
保
之
比
」
と
い
う
よ
う
に
、
新
し
い
河
道
の
形
成
年
も
記
憶
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
土
地
帳
簿
類
に
現
れ
た
、
漏
壷
成
と
食
年
の
河
成
が
併
存
す
る
よ
う
な
環
境
認
識
と
同
一
の
認
識
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。
流
動
す
る
河
道
を
中
心
と
す
る
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
は
荘
園
の
南
至
の
な
か
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
積
極
的
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
否

応
な
く
、
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
湖
沼
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
保
立
氏
が
荘
園
の
四
至
表
示
の
「
樟
立
」
、
つ
ま
り
悼
と
い
う
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

具
が
届
く
水
深
の
範
囲
内
で
あ
る
「
渚
の
水
域
」
の
荘
園
舗
的
土
地
所
有
形
態
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
湖
沼
に
お
い
て
も
水
位
が
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

動
ず
る
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
の
環
境
を
取
り
込
ん
で
荘
園
が
成
立
し
て
い
た
。
例
え
ば
琵
琶
湖
で
は
、
園
城
寺
の
東
の
四
丁
が
「
上
限
海
魚
立
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
あ
っ
て
、
湖
辺
の
一
定
範
囲
を
取
り
込
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
次
に
、
変
動
す
る
河
川
や
湖
沼
の
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
そ
の
も
の
は

ど
の
よ
う
な
環
境
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

河
原
　
河
原
は
、
市
の
立
つ
場
と
し
て
な
ど
、
境
界
と
し
て
の
性
格
が
こ
れ
ま
で
社
会
史
的
な
観
点
か
ら
関
心
を
集
め
て
き
た
。
し
か
し
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ら
、
河
原
が
河
と
と
も
に
荘
園
湖
的
土
地
把
握
の
枠
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
『
方
丈
記
』
に
、
「
河
原
近
け

れ
ば
、
水
の
難
も
深
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
河
原
が
流
動
す
る
水
域
と
陸
域
の
境
界
領
域
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も

な
い
。
こ
の
河
原
の
成
立
に
つ
い
て
、
高
橋
学
氏
は
古
代
後
半
か
ら
中
世
初
頭
に
か
け
て
、
河
床
の
低
下
に
よ
り
「
完
新
世
段
丘
H
面
」
と
高
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誓
言
が
呼
ぶ
段
丘
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
段
丘
涯
の
下
の
現
氾
濫
原
に
洪
水
が
集
中
し
、
現
氾
濫
原
は
「
河
原
」
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

　
　
　
　
　
⑭

と
述
べ
て
い
る
。

　
【
史
料
一
M

　
　
件
用
水
者
、
源
受
胎
美
濃
河
余
流
↓
雲
州
耕
作
一
之
処
、
依
去
年
棘
仁
七
八
両
月
大
洪
水
、
切
二
井
堤
↓
流
二
通
干
大
河
庄
内
｝
之
間
、
f
物
等
皆
£
、
二
炉
原
「

　
　
鞭

　
こ
れ
は
美
濃
配
筋
部
庄
の
地
頭
代
が
、
水
害
に
よ
る
損
免
を
要
求
し
た
重
言
上
状
の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
錦
部
庄
の
用
水
が
「
美
濃

河
」
の
「
余
流
」
よ
り
取
水
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
が
大
洪
水
に
よ
り
大
河
が
庄
内
を
流
れ
て
作
物
等
が
皆
「
河
原
」
に
な
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
新
た
な
河
道
の
発
生
に
伴
っ
て
そ
れ
に
沿
っ
た
河
原
が
形
成
さ
れ
た
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
。
し
か
し
、

次
の
史
料
に
着
目
し
た
い
。

　
【
史
料
二
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
右
、
件
仏
聖
冗
談
、
行
康
知
行
十
三
町
内
也
、
而
為
二
塔
内
之
［
目
口
房
沙
汰
ハ
刷
出
仏
聖
田
、
無
レ
故
依
レ
祝
二
神
木
田
然
然
寺
［
目
打
之
地
上
、
劉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伍
干
レ
今
仏
聖
負
所
米
、
令
二
欠
如
…
雪
平
、

　
こ
れ
は
大
和
国
小
東
庄
の
事
例
で
あ
る
。
延
慶
三
年
（
一
三
～
○
）
、
仏
聖
田
の
負
所
米
に
つ
い
て
東
大
寺
よ
り
神
木
に
よ
る
強
制
的
な
催
促
を
受
け
た
河
井

村
住
人
一
王
次
郎
行
康
は
、
「
近
年
為
二
大
洪
水
　
成
一
｝
河
原
　
之
条
柄
算
崩
」
と
の
弁
明
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
が
事
実
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
「
河
原

に
な
る
一
こ
と
に
よ
っ
て
不
作
と
な
っ
た
と
い
う
弁
明
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
に
注
目
し
た
い
。
『
日
本
国
語
意
辞
典
撫
に
、
河
原
と
は
「
川
辺
の
水
が
か

れ
て
、
砂
、
小
石
の
多
い
隔
地
。
川
沿
い
の
平
地
」
と
あ
る
よ
う
に
河
原
と
は
川
沿
い
の
地
形
を
指
す
用
語
で
あ
る
が
、
中
世
的
な
認
識
で
は
、
単
に
河
に
沿

う
水
が
か
れ
た
地
帯
を
指
す
だ
け
で
は
な
く
、
洪
水
に
よ
っ
て
砂
地
と
な
っ
た
状
態
を
指
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
の
は
、
水
野
章
二
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

が
取
り
上
げ
た
「
白
川
原
」
の
事
例
で
あ
る
。

　
【
史
料
三
】

ll　（11）



　
　
一
　
大
井
川
原
片
畠
二
町
已
白
川
原

　
　
一
　
兄
国
川
原
同
畠
一
町
五
段
已
中
五
段
桑
畠
已
白
川
原

　
　
一
　
大
川
原
畠
三
町
～
反
半
巳
中
一
反
半
桑
畠
已
白
川
原

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
右
件
田
畠
、
或
崩
失
、
或
流
失
、
或
土
高
二
三
尺
笠
置
埋
、
或
砂
石
流
居
、
成
一
魯
川
原
ハ
置
所
損
亡
也
、

　
こ
れ
は
、
伊
勢
国
大
国
庄
で
、
保
安
二
年
（
二
二
一
）
八
月
二
十
五
日
置
洪
水
に
よ
っ
て
流
失
し
た
り
、
土
砂
で
埋
没
し
た
り
し
た
状
況

を
注
進
し
た
も
の
で
あ
る
。
河
原
に
「
三
聖
」
と
い
わ
れ
る
不
安
定
耕
地
や
桑
畠
が
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
点
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
一
部
は
河
中
に
、
一
部
は
「
白
川
原
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
白
川
原
」
は
河
原
に
の
み
形
成
さ
れ
た
も
の
で

は
な
い
。

　
十
三
世
紀
の
『
発
心
集
匝
に
掲
載
さ
れ
た
武
蔵
国
入
間
川
の
洪
水
に
関
わ
る
説
話
は
、
「
入
間
川
の
ほ
と
り
」
で
築
堤
を
し
て
そ
の
内
側
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

生
活
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
人
物
の
説
話
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
堤
防
が
決
壊
し
、
「
二
三
町
ば
か
り
白
み
わ
た
り
て
、
海
の
面
と
こ
と

な
ら
ず
」
と
い
う
状
況
と
な
り
、
「
三
十
余
町
白
河
原
と
な
り
て
、
跡
だ
に
な
し
」
と
い
う
状
態
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

「
白
河
原
」
と
は
単
に
河
原
が
沈
水
し
た
跡
の
状
態
の
み
な
ら
ず
、
耕
地
等
も
含
め
て
洪
水
に
よ
り
沈
水
し
た
跡
の
状
態
を
指
す
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
河
道
に
沿
っ
た
地
帯
の
み
な
ら
ず
、
水
域
の
移
動
に
よ
っ
て
、
一
時
的
に
水
域
に
な
っ
た
跡
の
砂
地
の
状
態
も

ま
た
河
原
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
日
葡
辞
書
匝
の
「
川
の
流
れ
に
沿
っ
た
乾
い
た
所
、
あ
る
い
は
、
砂
地
」
と
い
う

説
明
は
、
築
堤
に
よ
り
河
道
の
固
定
化
が
一
般
的
と
な
っ
た
十
七
世
紀
段
階
の
状
況
を
示
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

河
辺
　
次
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
河
辺
で
あ
る
。
伊
勢
国
大
国
庄
が
「
河
辺
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
、
河
川
の
辺
（
ほ
と
り
）
は
、
「
河

辺
」
や
「
川
辺
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
。
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【
史
料
四
】

　
　
往
古
畜
数
三
百
丁
云
・
・
錐
然
或
依
墨
阿
賀
川
辺
熱
年
来
之
間
量
的
ダ
τ
偏
依
風
損
為
荒
晦

　
こ
れ
は
九
条
家
領
越
後
国
白
河
庄
の
治
承
三
年
（
＝
七
九
）
か
ら
建
久
七
年
（
＝
九
六
）
ま
で
の
作
田
数
（
恩
田
数
と
得
田
数
）
の
推
移
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

注
進
し
た
史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
作
田
の
減
少
は
流
失
に
よ
る
た
め
と
皐
越
に
よ
る
た
め
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
流
失
の
要
因
は
、
「
阿
賀
川
辺
地
」
で
あ
る
た
め
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
阿
賀
川
と
は
阿
賀
野
川
の
こ
と
で
、
白
河
庄
は
そ
の
右
岸

に
位
置
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
川
辺
の
地
と
い
う
環
境
認
識
を
理
解
す
る
上
で
参
考
と
な
る
史
料
が
あ
る
。
こ
れ
も
水
野
章
二
氏
が
取
り
上
げ
て
い
る
『
今
昔
物
語

集
』
に
収
録
さ
れ
た
説
話
で
あ
る
。

　
【
史
料
五
】

　
　
今
昔
、
美
濃
國
二
因
幡
河
ト
云
大
ナ
ル
河
有
リ
。
…
…
限
テ
　
出
ル
　
ニ
ハ
　
量
り
　
ク
出
ル
沖
’
　
然
レ
バ
ハ
ノ
酒
凋
ニ
　
ム
　
ハ
、
水
出
ル
時
二
登
テ

　
　
居
ル
料
ト
テ
、
家
ノ
天
井
ヲ
強
ク
造
テ
、
板
敷
ノ
様
二
固
メ
テ
置
テ
、
水
出
レ
バ
其
ノ
上
曲
管
テ
、
物
ヲ
モ
シ
テ
食
ナ
ド
シ
テ
ゾ
有
ナ
ル
。
男
回
船
ニ
モ

　
　
乗
り
、
游
ヲ
モ
掻
ナ
ド
シ
テ
行
ケ
ド
モ
、
幼
キ
者
・
女
ナ
ド
ヲ
バ
其
ノ
天
井
附
置
テ
ゾ
有
ケ
ル
。
下
衆
ハ
其
ノ
天
井
ヲ
バ
ロ
ト
ゾ
云
ケ
ル
。

　
　
　
　
　
　
め

　
　
而
ル
ニ
、
止
テ
　
　
ニ
．
ヌ
。
其
ノ
因
幡
河
、
帯
芝
ク
出
立
リ
ケ
ル
時
、
其
ノ
天
井
ノ
上
二
女
二
三
人
・
童
部
四
五
人
ヲ
登
セ
下
読
リ
ケ
ル
、
家
ノ
水
ノ

　
　
宜
キ
時
ニ
コ
ン
、
柱
ノ
根
モ
不
浮
デ
立
テ
リ
ケ
レ
、
天
井
モ
過
テ
遙
山
高
ク
水
上
ニ
ケ
レ
バ
、
残
ル
家
元
、
皆
流
レ
テ
、
多
ノ
人
皆
死
日
ケ
ル
中
二
、
批

　
　
ノ
女
・
童
部
ノ
蕪
辞
ル
家
ノ
天
井
ハ
、
此
ノ
家
共
ノ
中
二
強
ク
構
タ
リ
ケ
レ
バ
、
柱
ハ
不
等
デ
、
屋
ノ
棟
ト
天
井
ト
ノ
限
り
壊
レ
不
乱
シ
テ
水
二
浮
テ
、

　
　
船
ノ
様
二
流
レ
テ
行
ケ
レ
バ
、

　
　
　
（
中
略
）

　
　
水
二
流
レ
テ
行
ク
間
二
、
火
二
野
テ
死
ヌ
ル
、
奇
異
ク
難
有
キ
事
也
」
ト
掃
墨
ケ
ル
程
二
、
其
ノ
中
二
十
四
五
歳
許
ナ
ル
童
ノ
、
火
ヲ
離
テ
水
二
踊
入
テ

　
　
流
レ
テ
行
ケ
レ
バ
、
見
ル
者
、
「
彼
ノ
童
ノ
、
火
、
難
ヲ
バ
離
ヌ
レ
ド
モ
、
遂
二
可
生
キ
様
元
シ
。
彼
ノ
玉
人
、
遂
二
水
二
溺
テ
可
死
キ
報
コ
ソ
バ
有
ラ
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メ
」
ナ
ド
云
ケ
ル
程
二
、
童
流
テ
行
ケ
ル
ニ
、
水
ノ
爾
二
、
草
ヨ
リ
ハ
短
ク
テ
、
青
キ
木
ノ
葉
ノ
有
ル
ヲ
手
二
障
ケ
ル
マ
こ
一
引
タ
リ
ケ
レ
バ
、
其
二
被

　
　
引
テ
着
流
リ
ケ
ル
ニ
、
此
ノ
引
ヘ
タ
ル
木
ノ
葉
ノ
強
ク
思
ケ
レ
バ
、
其
二
力
ヲ
得
テ
捜
ケ
レ
バ
、
「
木
ノ
枝
也
ケ
リ
」
ト
思
ヘ
ケ
レ
バ
、
其
ノ
枝
ヲ
強
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
引
ヘ
テ
有
ル
程
二
、
　
ノ
ノ
海
ハ
出
ル
カ
ト
ス
レ
ハ
噺
ク
フ
落
ル
瀬
ニ
テ
、
漸
ク
水
ノ
干
ナ
ル
マ
・
二
、
此
ノ
引
ヘ
タ
ル
木
ノ
只
出
来
二
出
来
ケ
レ
バ
、
枝

　
　
ノ
跨
ノ
出
来
タ
リ
ケ
レ
バ
、
其
ノ
跨
二
直
ク
居
テ
、
「
水
落
畢
ナ
バ
、
此
レ
ニ
助
字
ル
ベ
キ
」
ナ
ム
ド
思
ケ
ル
程
、
日
暮
テ
夜
二
成
ニ
ケ
レ
バ
、
ツ
・
暗

　
　
ニ
シ
テ
物
モ
不
見
ヘ
リ
ケ
レ
バ
、
其
ノ
夜
ハ
明
シ
テ
、
「
水
落
シ
テ
コ
ソ
バ
木
ヨ
リ
モ
下
り
ヌ
」
ト
思
テ
、
夜
ノ
遅
ク
明
ル
ヲ
、
イ
ツ
シ
カ
ト
待
程
二
、

　
　
夜
明
テ
漸
ク
日
出
ラ
ム
程
二
、
見
下
リ
シ
ケ
レ
バ
、
目
モ
不
及
雲
居
二
塁
タ
ル
心
地
ノ
シ
ケ
レ
バ
、
「
何
ナ
ル
事
ゾ
」
ト
思
二
、
吉
ク
見
下
畑
バ
、
遥
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
ル
峯
ノ
上
ヨ
リ
深
キ
谷
二
型
テ
生
タ
ル
木
ノ
、
置
忘
ク
テ
十
丈
許
潮
上
タ
ラ
ム
ト
見
ユ
ル
木
ノ
、
細
キ
小
枝
ノ
有
ル
ヲ
引
ヘ
テ
居
タ
ル
也
ケ
リ
。

　
美
濃
国
の
因
幡
川
（
長
良
川
）
は
「
雨
降
テ
水
出
ル
時
制
ハ
、
量
り
無
ク
出
ル
河
」
で
あ
り
（
傍
線
a
）
、
「
出
ル
カ
ト
ス
レ
バ
疾
ク
水
落
ル

河
」
で
あ
っ
た
と
認
識
さ
れ
て
い
る
（
傍
線
。
）
。
こ
れ
を
”
水
害
”
と
い
う
人
間
の
側
に
立
っ
た
視
点
を
外
し
て
考
え
れ
ば
、
絶
え
ず
水
域
と

陸
域
と
が
不
定
期
的
な
時
間
間
隔
で
、
し
か
も
急
速
に
入
れ
替
わ
る
地
帯
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
「
河
辺
」
に

住
む
と
さ
れ
た
住
人
が
（
二
重
傍
線
部
）
、
出
水
に
備
え
て
あ
ら
か
じ
め
対
策
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
み
た
咽
発
心
集
』
の
事
例
も
、

「
入
間
川
の
ほ
と
り
」
で
築
堤
に
よ
り
生
活
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
小
規
模
な
領
主
の
説
話
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
「
河
辺
」
は
無
論
河
の

ほ
と
り
を
意
味
す
る
一
般
名
詞
で
は
あ
る
が
、
洪
水
に
覆
わ
れ
る
可
能
性
が
常
に
あ
る
地
帯
は
「
河
辺
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
す
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
日
葡
辞
書
』
で
は
、
川
辺
と
は
「
川
べ
り
」
、
川
の
辺
と
は
「
川
の
縁
、
ま
た
は
、
川
に
沿
っ
た
低
地
」
と

さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
河
川
の
洪
水
で
不
定
期
的
に
水
域
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
地
帯
は
広
く
「
河

辺
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

浜
際
　
最
後
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
湖
沼
の
水
辺
の
環
境
で
あ
る
。
湖
沼
の
水
辺
は
「
浜
辺
」
「
浜
野
」
な
ど
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
承
暦
三
年
（
一
〇
七
九
）
の
某
庄
の
立
券
文
案
に
、
「
［
　
］
浜
・
河
流
末
・
湖
辺
生
地
之
空
閑
年
久
間
」
と
あ
る
。
「
湖
辺
生
地
」
の
具
体

的
な
環
境
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
空
閑
年
久
」
と
あ
る
こ
と
よ
り
、
未
開
発
の
状
態
の
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
の
こ
と
を
認
識
し
た
表
現
で
は
な
い

14 （14）
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だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
史
料
も
あ
る
。

　
門
史
料
六
】

　
　
日
吉
定
　
愛
智
御
庄
両
方
田
地
事
、
合
騨
百
捌
拾
町
弐
段
陸
拾
歩
、
神
主
成
房
方
弐
百
拾
玖
町
陸
反
、
祢
宜
友
永
方
弐
百
陸
拾
町
在
坪
、
右
件
御
庄
沙
汰
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
両
方
依
二
相
分
皿
為
レ
停
二
黒
向
後
之
相
論
↓
所
一
｝
定
置
也
、
抑
有
久
蔚
訪
徽
粧
友
之
方
、
沓
工
本
田
増
田
於
二
鰯
圏
｝
者
、
所
二
酉
募
也
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
菅
菰
漁
捕
　
条
【
、
互
不
レ
可
二
制
止
一
者
、
将
来
守
二
此
旨
い
可
レ
掌
篇
沙
汰
一
状
如
件
、

　
こ
の
史
料
は
、
近
江
国
愛
慾
庄
が
上
方
と
下
方
の
二
人
分
荘
園
領
主
に
分
割
さ
れ
た
際
の
契
状
で
あ
る
。
後
に
開
発
に
よ
っ
て
増
加
し
た
闘

地
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
際
に
答
申
さ
れ
た
明
法
勘
文
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
契
状
の
な
か
に
「
浜
際

荒
廃
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
（
傍
線
a
）
。
際
と
は
、
現
代
語
彙
で
は
接
す
る
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
が
強
い
が
、
『
日
葡
辞
書
』
に
よ
れ
ば
水
際

と
は
「
水
の
ほ
と
り
」
、
浜
野
と
は
「
浜
辺
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
空
間
的
広
が
り
を
も
っ
た
認
識
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
日
吉
社
領
愛
智
庄
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

詳
し
い
位
置
関
係
が
不
明
で
、
し
か
も
浜
に
は
「
査
証
」
と
い
う
用
例
も
あ
り
、
必
ず
し
も
琵
琶
湖
に
面
し
た
浜
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

こ
こ
で
は
琵
琶
湖
も
し
く
は
そ
の
内
湖
の
辺
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
考
え
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
未
開
発
の
空
閑
地
が
広
が
る
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
は
、
「
海
辺
湖
浜
者
、
敢
無
二
地
利
益
こ
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
耕
地
と
し
て
の
課
税
対
象

か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
場
合
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
。
し
か
し
、
興
福
寺
大
乗
院
領
で
あ
っ
た
近
江
国
豊
浦
庄
の
事
例
で
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

琵
琶
湖
や
そ
の
内
乳
に
望
む
荘
園
で
は
、
そ
の
年
の
「
海
ノ
水
ノ
引
様
」
に
よ
っ
て
年
貢
を
「
損
」
と
し
て
免
ず
る
か
ど
う
か
が
決
定
さ
れ
て

　
⑳い

た
。
つ
ま
り
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
の
特
色
で
あ
る
年
に
よ
っ
て
は
水
域
に
傾
き
、
年
に
よ
っ
て
は
陸
域
に
傾
く
こ
と
を
前
提
と
し
て
耕
地
が
把

握
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

小
禽
　
以
上
、
「
河
尻
」
な
ど
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
検
討
で
き
な
っ
た
環
境
も
あ
る
が
、
本
章
で
は
、

内
水
面
の
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
が
「
河
原
」
、
「
河
辺
」
、
「
浜
際
」
な
ど
と
し
て
認
識
さ
れ
、
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
み
て
き
た
。
陸
域
と
水
域

と
が
不
定
期
な
周
期
で
町
逆
的
に
変
移
す
る
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
は
、
「
河
原
に
成
る
」
と
い
う
表
現
を
と
っ
て
み
て
も
、
「
河
辺
」
の
認
識
の
さ

15　（15）



れ
方
を
と
っ
て
み
て
も
、
河
道
が
固
定
化
し
て
い
く
十
七
世
紀
以
降
の
段
階
よ
り
も
か
な
り
の
広
が
り
を
見
せ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
水
辺

エ
コ
ト
ー
ン
と
い
う
環
境
を
組
み
込
ま
な
け
れ
ば
領
域
型
荘
園
は
成
立
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
荘
園
制
的
土
地
所
有
体

系
の
将
外
に
お
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
断
言
し
て
お
き
た
い
。

16　（16）

①
石
井
進
『
中
世
国
家
史
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
）
、
網
野
善
彦

　
『
日
本
中
世
非
農
業
民
と
天
皇
』
（
前
掲
は
じ
め
に
註
⑥
）
、
「
漁
携
と
海
産
物
の

　
流
通
」
（
凹
中
世
民
衆
の
生
業
と
技
術
隔
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出

　
は
一
九
八
五
年
）
な
ど
。

②
保
立
道
久
「
中
世
前
期
の
漁
業
と
庄
園
制
－
山
野
河
海
の
漁
民
身
分
を
め
ぐ

　
っ
て
1
漏
（
前
掲
は
じ
め
に
註
⑧
）
。
な
お
、
戸
田
芳
実
「
山
野
の
貴
族
的
領
有

　
と
中
世
初
期
の
村
落
」
（
『
日
本
領
主
制
成
立
史
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
七

　
年
）
も
参
照
の
こ
と
。

③
小
山
靖
憲
「
荘
園
制
的
領
域
支
配
を
め
ぐ
る
権
力
と
村
落
扁
（
岡
中
世
村
落
と
荘

　
園
絵
図
睡
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
）
。
「
河
」
や
門
河
原
」
が
荘
園
に
組

　
み
込
ま
れ
た
事
例
と
し
て
は
、
遠
江
国
質
量
庄
（
『
平
安
遺
文
』
五
－
二
＝
一

　
九
）
や
遠
江
国
池
田
庄
（
『
平
安
遺
文
』
七
－
三
五
六
九
）
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ

　
て
い
る
。

④
中
世
の
築
堤
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
水
野
章
二
「
中
世
の
災
害
」
（
『
日
本
災
害

　
史
隔
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）
が
整
理
し
て
い
る
。

⑤
寛
喜
元
年
（
～
二
二
九
）
十
一
月
二
十
五
目
、
山
城
上
野
桂
荘
検
注
帳
、
「
東

　
寺
百
合
文
書
力
扁
『
鎌
倉
遺
文
』
四
四
一
五
〇
九
九
～
。

⑥
上
桂
庄
の
河
道
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
金
田
章
裕
「
桂
川
の
河
道
変
遷
と
東
寺

　
領
上
桂
荘
」
（
『
京
都
市
歴
史
資
料
館
紀
要
』
一
〇
、
一
九
九
二
年
）
、
同
「
自
然

　
堤
防
上
の
村
落
」
（
糊
微
地
形
と
中
世
村
落
㎞
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）
ほ

　
か
参
照
。
河
成
に
つ
い
て
は
、
池
田
好
信
「
山
城
国
」
（
『
講
座
日
本
荘
園
史
7

　
近
畿
地
方
の
荘
園
H
』
吉
川
弘
文
館
、
～
九
九
三
年
）
参
照
。

⑦
嘉
元
二
年
（
＝
二
〇
四
）
、
備
前
国
南
北
条
村
内
検
目
録
、
「
京
都
大
学
所
蔵
東

　
大
寺
文
書
」
、
『
鎌
倉
遺
文
』
二
九
－
二
二
〇
七
五
。

⑧
貞
永
元
年
（
＝
…
　
二
）
六
月
三
十
日
、
官
宣
旨
、
「
賀
茂
別
雷
神
社
文
轡
」

　
『
鎌
倉
遺
文
島
六
－
四
三
三
七
。

⑨
保
立
道
久
「
中
世
前
期
の
漁
業
と
庄
園
制
－
河
海
領
有
と
漁
民
身
分
を
め
ぐ

　
っ
て
一
」
（
前
掲
は
じ
め
に
註
⑨
）
。

⑩
湖
沼
の
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
琵
琶
湖
を
対
象
と
し
た
宮
本
真
二
・

　
牧
野
厚
史
「
琵
琶
湖
の
水
位
・
汀
線
変
動
と
人
間
活
動
－
過
去
と
現
在
を
つ
な

　
ぐ
視
点
！
」
（
『
地
球
環
境
㎞
七
…
一
、
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

⑪
「
昌
盛
寺
縁
起
」
（
糊
図
書
寮
叢
沓
輪
諸
寺
縁
起
二
二
）
。

⑫
網
野
善
彦
「
都
市
の
で
き
る
場
」
（
前
掲
は
じ
め
に
註
⑦
『
増
補
無
縁
・
公

　
界
・
楽
㎞
所
収
、
初
出
は
一
九
八
一
年
）
。

⑬
小
山
靖
憲
門
荘
園
制
的
領
域
支
配
を
め
ぐ
る
権
力
と
村
落
」
（
前
掲
註
③
）
。

⑭
高
橋
学
門
古
代
後
半
～
中
世
初
頭
に
お
け
る
河
原
の
出
現
」
（
『
入
間
活
動
と
環

　
境
変
化
』
古
今
誉
院
、
二
〇
〇
一
年
）
、
同
『
平
野
の
環
境
考
古
学
』
（
古
今
轡
院
、

　
二
〇
〇
三
年
）
ほ
か
。

⑮
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
十
～
月
二
十
六
日
、
美
濃
国
茜
暴
政
地
頭
代
沙
彌
迎

　
蓬
重
言
上
面
案
、
「
東
大
寺
文
書
扁
『
鎌
倉
遺
文
』
二
七
一
二
〇
三
〇
二
。

⑯
延
慶
三
年
（
＝
二
一
〇
）
十
～
月
日
、
行
康
陳
状
、
「
東
大
寺
文
書
」
、
『
鎌
倉

　
遺
文
睡
三
十
一
－
二
四
一
二
四
。

⑰
水
野
章
二
「
中
世
の
災
害
」
（
㎎
日
本
災
害
史
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）
。

⑱
保
安
二
年
（
一
＝
二
）
九
月
二
十
三
日
、
伊
勢
国
大
国
庄
流
失
田
畠
注
進
状
、
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「
東
寺
百
合
文
書
力
函
八
号
」
（
噸
平
安
遺
文
㎞
五
－
一
九
二
三
）
。
写
真
帳
に
よ

　
　
り
一
部
改
め
た
。

　
⑲
魍
発
心
集
臨
巻
四
第
九
話
。

　
⑳
年
未
詳
十
月
二
十
一
日
、
内
膳
正
資
清
轡
状
、
「
東
寺
百
合
文
書
と
」
、
『
平
安

　
　
遺
文
㎞
五
一
二
〇
九
一
。

　
⑳
建
久
八
年
（
＝
九
七
）
五
月
日
、
越
後
国
白
河
庄
作
田
注
文
案
、
「
九
条
家

　
　
文
轡
」
（
『
鎌
倉
遺
文
』
十
一
i
八
○
〇
一
）
。

　
⑳
　
河
合
康
「
治
承
・
寿
永
の
内
乱
と
地
域
社
会
」
（
遡
鎌
倉
幕
府
成
立
史
の
研
究
㎞

　
　
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
は
一
九
九
九
年
）
。

　
⑮
　
　
心
惑
昔
物
語
集
』
巻
二
十
六
第
三
。

　
⑳
　
似
た
よ
う
な
事
例
と
し
て
、
噛
今
昔
物
語
集
』
第
一
九
巻
筆
二
七
を
挙
げ
る
こ

　
　
と
が
で
き
る
。

　
⑮
　
実
記
三
年
（
｝
〇
七
九
）
三
月
十
日
、
危
急
立
券
文
案
、
「
宮
内
庁
書
陵
部
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
水
辺
の
漁
携

　
次
に
、
本
章
で
は
、

質
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
中
琶
漁
掛
の
主
体

　
最
初
に
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

設
定
し
た
。
海
罠
と
は
、

の
生
業
を
、
な
お
完
全
に
分
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
損
っ
て
い
た
人
々
」

産
の
様
式
は
、
本
来
、
農
業
民
と
は
は
っ
き
り
異
な
っ
て
お
り
、

　
蔵
文
省
扁
、
隅
平
安
遺
文
』
三
…
一
一
六
六
。

⑳
貞
永
二
年
（
一
二
三
三
）
四
月
B
、
明
法
勘
文
、
「
大
安
神
社
文
書
」
、
『
鎌
倉

　
遺
文
㎞
七
…
四
四
七
五
。

⑳
　
久
安
三
年
（
一
一
四
七
）
五
月
置
、
山
城
国
賀
茂
御
祖
社
司
等
請
文
、
「
東
南

　
院
文
書
・
東
大
寺
文
書
」
、
『
平
安
遺
文
』
六
一
二
六
二
八
。
元
亨
三
年
（
一
三
二

　
三
）
五
月
十
二
日
、
備
前
金
岡
東
荘
預
所
義
幸
・
地
頭
代
壷
網
和
与
状
、
「
額
安

　
寺
文
書
」
、
州
鎌
倉
遺
文
晒
三
七
－
二
八
四
〇
〇
。

⑱
平
凡
社
地
方
資
料
セ
ン
タ
ー
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
二
五
滋
賀
県
の
地
名
騙

　
（
平
凡
社
、
一
九
九
…
年
）
。

⑳
久
安
三
年
（
＝
四
七
）
十
　
月
八
日
、
官
宣
旨
、
「
東
南
院
文
書
」
、
『
平
安

　
遺
文
』
六
－
二
六
一
二
一
二
な
ど
。

⑳
橋
本
道
範
「
中
世
に
お
け
る
琵
琶
湖
漁
携
の
実
態
と
そ
の
歴
史
的
意
義
一
湖
辺

　
エ
コ
ト
ー
ン
の
漁
携
を
中
心
に
一
」
（
『
月
刊
地
球
』
二
六
四
、
一
　
○
〇
一
年
）
。

前
章
で
取
り
上
げ
た
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
と
い
う
環
境
で
の
歩
掛
の
実
態
を
追
究
し
た
い
。
は
じ
め
に
中
世
の
漁
携
の
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
露
の
主
体
の
問
題
で
あ
る
。
網
野
氏
は
、
漁
携
を
行
う
主
体
と
し
て
「
海
民
」
を

「
湖
沼
河
海
を
問
わ
ず
水
面
を
主
た
る
生
活
の
場
と
し
、
漁
業
・
塩
業
・
水
運
業
・
商
業
か
ら
掠
奪
に
い
た
る
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
こ
と
で
あ
り
、
「
こ
れ
ら
の
生
業
を
担
っ
て
い
た
人
々
の
生
活
・
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
世
界
は
あ
く
ま
で
そ
れ
と
し
て
独
自
に
取
り
あ
げ
ら
れ
な
く
て
は
な
る
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①

ま
い
」
と
い
う
の
が
網
野
氏
の
見
解
で
あ
る
。
そ
し
て
、
海
民
と
し
て
浪
人
、
職
人
（
職
能
に
即
し
た
特
権
を
保
証
さ
れ
た
自
由
民
）
、
下
人
・
所

従
、
平
民
（
百
姓
）
の
諸
階
層
を
措
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
網
野
氏
の
乱
民
理
解
で
ま
ず
問
題
と
し
た
い
の
は
、
在
地
の
領
主
層
の
漁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

掛
は
さ
ほ
ど
重
視
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
武
士
の
狩
猟
に
つ
い
て
は
注
目
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
武
士
の
漁
携
に
つ
い
て
は
ほ

と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
中
世
の
漁
掛
を
考
え
る
上
で
、
武
士
の
画
聖
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て

い
た
。

　
そ
の
こ
と
を
物
語
る
格
好
の
素
材
が
再
び
『
今
昔
物
語
集
』
で
あ
る
。
十
二
世
紀
前
半
に
成
立
し
た
圃
今
昔
物
語
集
』
に
は
、
海
人
の
漁
携

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

な
ど
網
野
氏
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
職
人
」
的
海
浜
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
説
話
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
特
徴
的
な
の
は
武

者
の
漁
掛
で
あ
る
。
例
え
ば
、
讃
岐
国
多
度
郡
の
源
大
夫
は
、
マ
霜
野
テ
猛
ク
シ
テ
、
殺
生
ヲ
以
業
ス
。
日
夜
朝
暮
二
、
山
野
二
行
テ
鹿
鳥
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

狩
り
、
河
海
二
臨
テ
魚
ヲ
捕
ル
。
亦
、
人
ノ
頚
ヲ
切
り
足
手
ヲ
不
折
ヌ
日
ハ
少
ク
ゾ
有
ケ
ル
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
登
場
す
る
漁
掛
は
、

狩
猟
と
分
離
し
て
い
な
い
上
に
、
同
じ
く
殺
生
と
し
て
人
間
に
対
す
る
暴
力
と
も
同
一
線
上
に
位
置
す
る
行
為
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
「
弓
箭
ヲ
以
テ
朝
暮
ノ
翫
ト
シ
テ
、
入
ヲ
舗
シ
畜
生
ヲ
殺
ス
ヲ
以
テ
業
ト
ス
。
夏
ハ
河
二
行
テ
魚
ヲ
捕
り
、
秋
ハ
山
気
交
ハ
リ
テ
鹿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ヲ
狩
ル
」
と
い
わ
れ
た
陸
奥
国
の
壬
生
良
門
と
い
う
「
武
キ
者
」
や
「
朝
ニ
阿
山
第
二
出
デ
・
鹿
・
鳥
ヲ
狩
り
、
タ
ニ
ハ
江
河
二
臨
テ
魚
・
貝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ヲ
捕
ル
」
と
い
わ
れ
た
近
江
国
の
兵
平
介
と
い
う
「
武
キ
者
」
の
説
話
。
更
に
は
、
「
亦
河
共
二
簗
ヲ
令
打
テ
、
多
ノ
魚
ヲ
捕
り
、
亦
多
ノ
鷲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ヲ
飼
テ
生
類
ヲ
令
食
メ
、
亦
常
二
海
二
網
ヲ
令
曳
、
数
ノ
郎
等
ヲ
山
二
遣
、
鹿
ヲ
令
狩
ル
二
重
唱
シ
」
と
い
う
著
名
な
源
満
卓
の
説
話
。
こ
う

し
て
み
る
と
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
登
場
す
る
漁
携
は
、
決
し
て
海
退
に
よ
る
専
業
的
な
漁
掛
が
中
心
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
殺
生
そ
の
も
の

を
生
業
と
す
る
武
者
に
よ
る
漁
携
が
目
を
引
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
仏
教
説
話
上
の
こ
と
で
あ
り
、
殺
生
の
悪
行
が
強
調
さ
れ
て
い

る
故
で
は
あ
る
が
、
の
ち
の
地
頭
・
御
家
人
層
や
荘
官
層
に
よ
る
漁
携
と
い
う
問
題
と
直
接
的
に
か
か
わ
る
と
考
え
る
。

　
【
史
料
七
】

　
　
一
　
御
庄
内
殺
生
禁
断
事
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右
、
高
野
山
之
庄
々
之
習
、
欝
憤
殺
生
禁
断
一
為
レ
先
、
而
兼
隆
・
光
家
等
、
動
背
一
一
法
例
↓
狩
＝
壷
鐙
↓
害
二
魚
鳥
「
之
条
、
甚
以
不
当
也
、
為
二
現
世
一
為
二
将

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
来
ハ
罪
科
難
レ
遁
歎
、

　
こ
れ
は
、
備
後
国
大
田
御
庄
の
下
司
兼
隆
・
光
家
等
が
荘
園
領
主
で
あ
る
金
剛
峰
寺
根
本
大
塔
長
日
不
断
両
界
大
法
供
僧
等
に
よ
り
訴
え
ら

れ
た
訴
訟
内
容
の
一
部
で
あ
る
。
地
頭
・
御
家
人
層
に
よ
る
漁
携
を
確
認
で
き
る
事
例
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
狩
二
猪
鹿
ハ
害
二
魚

鳥
一
」
と
あ
る
よ
う
に
狩
猟
と
漁
携
は
セ
ッ
ト
で
認
識
さ
れ
て
い
る
。

　
【
史
料
八
】

　
　
　
一
　
当
御
庄
内
新
江
利
間
事

　
　
　
右
、
件
江
利
百
姓
等
者
、
当
下
司
之
時
、
始
門
門
□
節
黒
江
利
之
間
、
巳
断
二
漁
網
｝
節
□
□
□
□
□
由
、
訴
一
　
申
訳
ハ
下
司
者
、
自
二
親
父
沙
弥
浄
蓮
之

　
　
　
時
↓
□
□
之
旨
申
レ
之
、
傍
両
方
申
状
参
差
之
故
、
暗
依
被
□
□
、
去
八
月
廿
三
日
被
臨
界
決
｝
主
日
、
為
薪
江
利
【
之
□
分
二
明
主
彼
下
司
之
申
詞
郡

　
　
　
也
、

　
こ
れ
は
、
琵
琶
湖
の
東
部
奥
嶋
に
位
置
し
た
近
江
国
奥
嶋
庄
の
下
司
と
百
姓
等
と
の
エ
リ
漁
と
い
う
定
置
網
漁
法
を
め
ぐ
る
紛
争
の
判
決
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

あ
る
が
、
こ
こ
で
も
下
司
奥
嶋
氏
が
新
規
の
エ
リ
を
設
け
て
紛
争
が
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
地
頭
・
御
家
人
層
や
荘
富
突
の
漁
携
は

広
範
囲
に
展
開
し
て
い
た
。
む
し
ろ
中
世
漁
携
の
基
本
形
の
一
つ
と
し
て
措
定
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
次
に
庄
民
の
漁
携
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
取
り
上
げ
る
の
は
、
網
野
氏
が
「
河
海
の
論
理
」
、
す
な
わ
ち
「
河
海
そ
の
も
の
の
独
自
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

あ
り
方
の
う
え
に
立
っ
た
自
由
な
漁
掛
を
特
権
と
し
て
主
張
す
る
海
民
的
な
供
祭
人
の
論
理
」
を
主
張
す
る
際
の
大
き
な
根
拠
と
な
っ
た
貞
永

元
年
（
～
二
三
二
）
の
官
宣
旨
案
で
あ
る
。
こ
の
史
料
は
、
上
賀
茂
神
社
の
御
厨
で
あ
る
安
曇
川
御
厨
に
所
属
す
る
船
木
北
浜
の
供
祭
人
と
近

江
国
比
叡
庄
の
庄
民
吉
直
と
の
紛
争
を
裁
許
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
際
史
料
九
】

　
　
左
弁
官
下
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応
下
任
二
嘉
応
・
元
暦
宣
旨
い
停
二
止
比
叡
庄
民
当
時
向
後
濫
妨
↓
就
一
贅
茂
社
領
当
国
安
曇
河
御
厨
漁
進
↓
全
ゆ
日
別
供
菜
料
上
間
事
、

右
、
得
＝
彼
社
司
等
今
月
廿
六
日
解
状
一
僻
、
重
瞼
二
案
内
↓
件
安
曇
河
御
厨
者
、
令
レ
漁
二
河
海
之
魚
鱗
納
備
二
進
朝
夕
之
御
母
い
所
レ
無
二
退
転
一
也
、
寛
治

聖
代
被
レ
下
二
官
符
以
降
、
神
人
五
十
二
人
々
別
引
二
募
国
領
公
田
三
町
↓
二
二
官
物
一
弁
済
、
択
レ
以
二
雑
事
↓
十
二
漁
進
　
毎
日
二
度
之
御
下
、
継
レ
踵
無
レ
絶
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
卒
）

如
レ
申
二
二
審
朝
臣
一
者
、
依
レ
減
二
寄
人
井
当
用
等
之
員
数
↓
日
供
養
開
レ
之
、
社
家
経
二
奏
聞
一
之
処
、
宣
下
延
引
之
間
、
国
司
俄
率
去
畢
、
伍
任
一
一
天
永
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
久
両
度
免
状
悪
臣
寄
人
五
十
二
人
神
田
百
五
十
六
町
、
無
二
相
違
一
可
レ
勤
二
社
頭
一
之
由
、
黍
被
闇
一
宣
下
一
曲
、
大
治
元
年
要
旨
是
也
、
其
後
如
工
事
三

日
一
　
｛
レ
裾
レ
課
一
一
神
事
噛
伊
気
γ
二
更
鐸
　
亥
串
選
担
流
　
　
　
匡
二
享
Z
、
　
吃
二
酒
　
一
　
レ
ロ
レ
ニ
他
希
薄
　
由
虜
制
蜜
2
如

レ
止
　
｛
レ
ハ
ニ
停
　
二
　
々
、
如
三
古
暦
宣
旨
二
一
者
、
件
安
曇
河
御
厨
漁
二
河
憶
い
画
所
レ
釣
二
海
浦
　
也
、
停
二
止
河
上
井
善
積
庄
及
国
璽
権
門
勢
家
庄
園
妨
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

可
レ
漁
＝
進
賀
茂
日
別
供
祭
一
云
々
、
前
格
物
制
其
文
明
然
之
問
、
彼
河
論
難
灘
南
北
遠
近
之
江
海
、
　
向
停
二
止
甲
乙
之
濫
妨
↓
皆
悉
被
レ
止
二
輿
入
希

望
皿
畢
、
傍
船
木
北
江
供
尋
人
等
、
可
レ
全
二
漁
進
↓
是
瓢
箪
以
二
河
内
一
軍
レ
充
二
野
供
祭
料
｝
之
故
、
其
癖
縦
錐
レ
流
口
入
何
庄
公
↓
短
篇
宣
旨
状
ハ
可
レ
不
レ
漁
二
進

日
供
御
蟄
　
哉
、
依
レ
之
或
雛
レ
有
二
権
門
勢
家
之
御
霊
或
難
レ
二
二
山
門
日
吉
之
庄
園
↓
於
一
一
河
漁
者
、
金
聾
二
其
所
之
成
敗
閉
式
付
一
流
水
納
併
為
二
御
厨
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

成
敗
一
者
也
、
但
田
彦
者
、
専
以
二
河
尻
一
為
レ
本
之
間
、
比
叡
庄
中
、
自
一
一
年
來
一
至
一
一
今
年
四
月
↓
供
祭
人
等
引
レ
網
致
レ
漁
之
最
中
也
、
而
劇
毒
矧
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
d

日
一
始
為
二
口
直
魚
・
一
　
二
言
そ
浦
・
　
間
於
ニ
ハ
帰
一
　
漁
｝
　
曇
萎
　
　
　
戸
二
…
用
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

聲
二
魚
　
　
　
　
再
レ
至
二
漁
津
和
而
日
口
」
鯉
　
竪
、
少
輔
．
紬
宿
緬
　

斗
イ
で
演

　
　
　
f
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潜
血
条
総
星
レ
為
二
一
｛
　
上
一
　
十
、
年
’
間
　
供
祭
　
　
　
…
二
、
、
儀
一
於
二
上
甕
庄
中
一
調
レ
漁
｝

高
儀
無
道
、
可
レ
備
轟
賢
察
一
也
、
吉
直
違
二
背
代
々
寛
旨
ハ
打
一
一
留
当
社
供
祭
一
之
条
、
違
勅
之
科
尤
以
不
レ
軽
之
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
由
獄

道
理
ハ
不
レ
可
レ
有
二
供
祭
妨
一
申
、
御
請
文
及
二
度
々
一
階
、
錐
レ
然
出
口
野
虫
不
二
叙
用
↓
弥
乗
レ
勝
率
二
悪
行
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
未
曾
有
之
所
行
、
不
レ
可
レ
説
之
猛
悪
也
、

絶
｝
歎
、
夫
公
家
添
以
二
当
社
祭
祀
↓
専
為
二
日
本
第
一
之
神
事
“
日
供
即
為
二
寛
治
勅
願
一
壷
非
二
朝
家
無
双
之
礼
璽
　
哉
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
廷
）

即
擬
レ
廃
一
一
百
余
歳
之
二
塁
↓
蕾
門
門
社
家
之
愁
歎
↓
争
覇
一
　
朝
畑
藤
野
議
｝
哉
、
彼
比
叡
庄
濫
妨
者
、 イ

　
上
　
流
二
上
難
解
一
条
　
僅
僅
尿
　
　
一
々
、
然

　
迄
二
昨
今
一
画
彼
濫
妨
出
来
之
条
、
其
理
可
レ
然
哉
、

　
　
　
　
　
　
　
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
任
二

　
　
　
　

　
　
　
供
祭
　

方
レ
ニ
．
、
上
餐
庄
中
酒
浅
一
　
忽

　
　
伍
不
レ
被
レ
召
一
　
禁
男
直
一
者
、
狼
癖
直
不
レ
可
一
一
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
忽
依
二
吉
直
面
儀
之
濫
妨
ハ

　
　
彬
佃
鉦
…
一
一
一
最
高
雪
口
↓
　
ロ
ハ
ム
コ
な
†
五
円
月
一
ニ
ロ
ロ
、
　
仏
期
所
一
一
巧
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出
　
之
猛
悪
也
、
御
厨
漁
聖
者
、
萄
帯
一
代
目
扇
田
只
年
來
虚
器
比
叡
庄
司
ハ
漁
進
供
祭
之
条
顯
霜
曇
、
是
非
豊
里
尤
無
二
明
察
い
裁
報
謝
処
、
偏
仰
二
簸
政
納

　
　
凡
当
御
厨
在
無
、
只
期
二
今
度
之
裁
報
｝
者
也
、
式
数
有
限
之
御
賛
、
忽
閾
二
御
厨
之
課
役
一
叢
、
社
家
廻
二
餌
秘
計
硝
可
レ
斎
月
無
足
雑
輩
一
哉
、
不
レ
被
レ
止
二

　
　
吉
直
之
濫
妨
｝
者
、
鼠
輩
レ
闊
一
　
有
早
瀬
神
詣
「
也
、
銀
面
二
勅
裁
左
右
一
寛
レ
存
二
日
供
之
勤
否
一
也
、
望
請
天
裁
、
早
且
任
二
嘉
応
・
元
暦
宣
旨
状
硝
且
依
二
近

　
　
行
・
友
次
之
選
一
被
レ
召
一
「
禁
吉
直
之
身
者
、
永
断
二
当
時
向
後
之
牢
籠
ハ
奉
レ
祈
二
万
歳
千
秋
之
御
厘
者
、
権
中
納
言
藤
原
朝
臣
家
光
宣
、
奉
レ
勅
依
レ
請

　
　
者
、
国
宜
二
承
知
↓
依
レ
宣
行
レ
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
季
継
）

　
　
　
　
貞
永
元
年
六
月
滑
日
　
　
　
　
　
大
史
小
槻
宿
禰
判

　
　
　
　
　
　
　
（
信
盛
）
⑪

　
　
　
少
弁
藤
原
朝
臣
潤

　
紛
争
の
内
容
に
つ
い
て
は
次
節
で
詳
し
く
取
り
上
げ
た
い
が
、
こ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は
比
叡
乱
民
吉
直
の
漁
携
の
性
格
で
あ
る
。
こ
の
と

き
比
叡
庄
の
領
家
は
、
「
総
々
」
を
下
さ
れ
請
文
を
提
出
し
た
と
さ
れ
る
の
が
「
和
尚
御
坊
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
（
傍
線
9
）
、
双
輪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

寺
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
実
で
、
延
暦
寺
青
蓮
院
門
跡
領
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
全
く
注
目
さ
れ
て
い
な
い
が
、
上
賀
茂
社
に
対
抗
し
て
反
論
し
て
い
る
の
は
領
家
双
輪
寺
で
も
青
蓮
院
で
も
な
く
、

「
日
吉
禰
宜
大
蔵
権
頭
合
成
茂
宿
禰
等
」
で
あ
っ
た
（
傍
線
e
）
。
ま
た
、
庄
民
吉
直
が
供
祭
人
等
を
実
力
で
排
除
し
た
だ
け
で
な
く
、
「
御
厨

の
僻
事
」
と
し
て
訴
訟
を
企
図
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
（
傍
線
h
）
。
つ
ま
り
、
吉
直
に
と
っ
て
も
日
吉
神
社
禰
宜
等
に
と
っ
て

も
、
漁
携
は
全
く
正
当
な
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
庄
民
吉
直
の
漁
携
は
日
吉
社
の
祭
総
へ
の
魚
類
の
貢
納
と
関
わ

っ
て
い
た
と
推
測
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
紛
争
は
網
野
氏
が
理
解
し
た
よ
う
に
「
土
地
の
論
理
」
と
「
河
海
の
論

理
」
の
対
決
を
示
す
の
で
は
な
く
、
神
社
祭
祀
と
関
わ
る
特
権
を
主
張
す
る
集
団
相
互
の
紛
争
と
し
て
位
置
づ
け
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
も
、
網
野
氏
が
「
河
海
の
論
理
」
と
呼
ぶ
論
理
の
根
拠
と
し
た
「
安
曇
河
流
、
上
者
限
罵
滴
水
棚
下
者
迄
二
懸
河
尻
漏
不
レ
可
レ
有
二
王
入

希
望
こ
と
い
う
論
理
は
、
実
は
、
嘉
応
年
間
（
＝
六
九
1
七
一
）
の
官
宣
旨
の
引
用
と
し
て
現
れ
て
い
る
（
傍
線
a
）
。
つ
ま
り
、
御
厨
が
成

立
し
た
「
寛
治
の
聖
代
」
、
寛
治
四
年
（
一
〇
九
〇
）
に
初
め
か
ら
特
権
と
し
て
付
与
さ
れ
た
も
の
と
は
認
め
難
く
、
そ
れ
か
ら
約
八
十
年
後
の
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嘉
応
年
間
に
、
上
賀
茂
神
社
側
に
よ
っ
て
、
恐
ら
く
は
初
め
て
主
張
さ
れ
た
論
理
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
嘉
応
年
間
の
宣
旨
は
現
在
残
さ
れ

て
お
ら
ず
、
そ
の
紛
争
の
実
態
を
推
測
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
論
理
が
わ
ざ
わ
ざ
主
張
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
は
、
漁
業
権
を
主
張
で
き
る
他
の
経
営
体
や
他
の
集
団
に
よ
る
漁
獲
と
の
競
合
と
紛
争
が
具
体
的
に
発
生
し
た
た
め
で
あ
り
、
こ
の
論
理

は
む
し
ろ
そ
う
し
た
競
合
と
紛
争
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
こ
と
は
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　
次
に
、
取
り
上
げ
る
の
は
、
琵
琶
湖
西
部
の
堅
田
浦
の
鴨
社
供
祭
神
人
等
と
音
羽
庄
住
人
等
の
相
論
の
史
料
で
あ
る
。

　
【
史
料
十
】

　
　
鴨
社
貢
祭
入
堅
田
浦
神
人
等
謹
陳
申
、

　
　
　
於
二
預
所
御
菜
事
｝
者
、
無
二
先
例
｝
上
、
～
法
妨
知
行
剋
、
難
二
件
由
下
知
□
□
仕
い
召
下
無
二
先
例
｝
二
日
答
申
か
免
除
畢
、
何
事
醤
訴
哉
、

　
　
　
　
a
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
b
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
）
　
　
　
　
　
　
d

　
　
　
鱈
場
　
一
・
片
狛
　
浄
b
一
　
！
　
鵬
率
赫
b
　
、
依
レ
之
潮
堀
欄
訓
也
、
而
　
　
　
　
　
訴
申
伝
莫
レ
量
二
神
慮
の
且
可
下
垂
二
御
上
遠
一
置
旧
沙
汰
炉
劃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
位
．
‘
』
．
中
下
灘
切
　
由
申
、
斯
則
御
厨
網
地
盗
蜂
蜜
、
錐
二
自
今
已
後
也
ハ
為
レ
停
一
正
狼
籍
↓
切
上
処
也
、
女
盛
、
　
　
由
訴
申
事
　
£
夕
　
虚

　
　
　
書
也
、
任
二
我
意
一
如
レ
此
全
一
言
上
い
各
非
法
第
一
基
也
、

　
　
　
網
曳
乍
六
箇
日
貢
祭
閾
如
條
、
件
音
羽
御
庄
住
人
等
彼
片
網
置
去
故
、
感
量
仕
彌
蔵
、

　
　
　
帯
二
弓
揃
一
於
下
好
一
｝
殺
害
一
結
中
構
悪
事
上
者
、
網
地
盗
難
未
見
実
否
料
随
二
便
宜
一
華
船
罷
寄
計
也
、
金
以
不
レ
可
レ
及
レ
雑
纂
鰍
、

　
　
　
□
□
前
条
々
事
大
略
以
解
、
但
於
二
庄
等
申
状
一
者
、
偏
恣
大
虚
誉
口
次
第
凡
言
語
未
曾
有
不
レ
可
レ
為
二
勝
計
　
郵
信
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
　
建
久
七
年
二
月
　
　
日
　
堅
田
貢
祭
神
人
等

本
稿
が
こ
こ
で
最
も
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
網
羅
の
本
質
は
「
林
地
・
片
地
貫
網
地
」
が
ど
ち
ら
に
帰
属
す
る
か
に
あ
り
（
傍
線
a
）
、
堅
田

側
は
音
羽
庄
住
人
等
の
網
地
、
「
五
位
椿
網
地
」
（
傍
線
d
）
の
存
在
自
体
は
否
定
し
て
お
ら
ず
、
「
自
由
な
漁
掛
」
の
特
権
を
全
く
主
張
し
て
い

な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
堅
田
側
が
「
五
位
椿
網
地
」
の
網
を
盗
み
取
っ
て
い
な
い
と
抗
弁
し
て
い
る
こ
と
か
ら
音
羽
庄
住
人
等
が
網

を
所
持
し
て
い
た
こ
と
も
疑
い
な
い
（
傍
線
e
）
。
こ
の
よ
う
に
、
音
羽
庄
住
人
等
と
堅
田
供
祭
神
人
等
と
が
対
等
に
相
論
し
て
い
た
事
実
は
、
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琵
琶
湖
漁
携
の
展
開
を
考
え
る
上
ば
か
り
で
は
な
く
、
中
世
漁
携
の
展
開
を
考
え
る
上
で
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
以
上
み
た
事
例
は
、
網
野
氏
が
述
べ
る
よ
う
な
自
由
業
携
の
特
権
を
中
心
軸
と
し
た
中
世
漁
掛
の
理
解
が
、
あ
る
特
定
の
集
団
の
一
方
的
な

主
張
の
み
に
基
づ
い
た
一
面
的
な
理
解
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
地
頭
・
御
家
人
や
荘
家
層
か
ら
庄
民
ま
で
、
網
野
氏
が
提
示
す
る
「
海

民
」
と
い
う
概
念
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
、
集
団
に
よ
る
漁
携
が
競
合
し
つ
も
併
存
し
て
い
た
の
が
中
世
漁
携
の
特
徴
で
あ
っ

た
こ
と
を
ま
ず
は
お
さ
え
て
お
き
た
い
。
そ
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
場
と
な
っ
た
の
が
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
と
い
う
環
境
で
あ
る
。

2

水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
の
漁
携

　
で
は
、
前
章
で
み
た
「
河
原
」
、
「
河
辺
」
、
「
浜
際
」
な
ど
と
認
識
さ
れ
て
い
た
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
と
い
う
環
境
に
お
け
る
当
番
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

大
規
模
で
高
度
な
漁
家
　
ま
ず
、
再
び
史
料
十
の
堅
田
浦
の
供
祭
神
人
等
と
音
羽
庄
住
人
等
と
の
相
論
に
戻
ろ
う
。
こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
音

羽
庄
住
人
等
の
漁
携
で
あ
る
。
音
羽
庄
住
人
等
は
「
網
」
を
所
有
し
、
「
五
位
椿
網
地
」
を
占
有
し
て
い
た
。
網
地
と
は
、
網
場
の
こ
と
と
考

え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
網
野
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、
「
榊
」
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
堺
を
限
ら
れ
て
い
た
（
傍
線
b
）
。
音
羽
庄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
四
至
に
は
「
東
限
海
」
と
あ
り
、
音
羽
庄
が
琵
琶
湖
に
面
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
網
地
は
ま
さ
に
「
榊
」
が
立
つ
浜
際

の
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
に
設
け
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
こ
の
網
地
の
「
網
綻
」
を
堅
田
浦
神
入
側
が
夜
中
に
切
っ
た
と
い
う
の
が
音
羽
庄
住
人
等
側
の
訴
訟
内
容
で
、
御
厨
の
網
地
を
盗
み
曳
い
た

た
め
で
あ
る
と
反
論
し
て
い
る
こ
と
か
ら
堅
田
浦
神
人
知
も
こ
の
行
為
自
体
は
認
め
た
こ
と
に
な
る
（
傍
線
d
）
。
「
網
綻
」
が
夜
中
に
切
ら
れ

た
と
い
う
史
料
の
内
容
だ
け
で
は
漁
掛
や
漁
法
の
実
態
を
推
測
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
比
較
的
大
規
模
な
地
曳
網
の
系
統
に
属
す
る
こ

と
は
想
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
次
に
、
史
料
九
で
み
た
安
曇
川
で
の
比
叡
庄
民
吉
直
の
漁
掛
を
み
て
み
よ
う
。
対
立
し
た
上
賀
茂
神
社
側
（
以
下
、
御
厨
側
と
す
る
）
が
非
難
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し
て
い
る
比
叡
庄
庄
民
吉
直
の
行
動
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

・
五
月
三
日
に
河
尻
を
押
領
し
て
漁
携
を
始
め
た
た
め
、
河
上
の
漁
が
数
万
町
に
わ
た
っ
て
で
き
な
く
な
っ
た
（
傍
線
。
）

・
供
祭
人
等
が
比
叡
庄
の
「
河
辺
」
に
来
臨
す
る
際
、
喧
嘩
に
及
び
、
御
厨
の
僻
事
で
あ
る
と
訴
訟
を
企
て
よ
う
と
す
る
（
傍
線
h
）

　
ま
た
、
こ
の
二
つ
に
追
加
し
て
、
「
小
品
建
保
出
組
、
流
二
比
罪
悪
一
之
条
、
僅
十
余
年
也
」
（
傍
線
e
）
と
い
う
日
吉
谷
側
の
反
論
に
対
し
て
、

御
厨
側
が
「
縦
軸
レ
為
二
建
保
之
比
ハ
二
十
余
年
之
間
、
供
祭
人
等
無
二
黒
黒
ハ
於
一
勇
猛
庄
中
一
致
レ
漁
畢
」
（
傍
線
f
）
と
再
反
論
し
て
い
る
点
も

重
要
で
あ
る
。

　
貞
永
元
年
五
月
三
日
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
に
換
算
す
る
と
一
二
三
二
年
六
月
一
日
に
相
当
す
る
。
こ
れ
は
ア
ユ
や
ウ
グ
イ
が
遡
上
す
る
時
期
で

　
⑮

あ
る
。
数
万
町
が
無
用
と
な
っ
た
と
鴨
社
叢
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
に
わ
か
に
は
事
実
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
上
流
域
の

漁
携
を
大
規
模
に
困
難
に
さ
せ
た
と
い
う
比
叡
庄
民
吉
直
の
漁
携
は
、
簗
漁
以
外
は
想
定
し
に
く
い
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
河
川
が
流
路
を
変
え
て
以
降
、
十
数
年
の
問
は
紛
争
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
に
も
目
を
向
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「
難
レ
有
二
何
所
之
末
流
↓
往
古
供
祭
人
等
、
尋
二
介
入
之
帯
水
ハ
所
レ
致
二
野
簗
一
也
」
（
傍
線
d
）
と
い
う
御
厨
側
の
漁
携
に
対
し
て
、
建
保
の
頃

（一

黶
℃
O
－
一
九
）
か
ら
貞
永
元
年
ま
で
十
数
年
紛
争
が
全
く
発
生
し
な
か
っ
た
の
は
、
日
吉
社
の
供
祭
漁
と
鴨
社
の
供
祭
漁
と
が
棲
み
分
け

ら
れ
て
い
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
漁
法
の
違
い
に
よ
る
棲
み
分
け
と
い
う
よ
り
、
前
章
で
み
た
よ
う
な
新
旧
の
余
流
が
並
走
す
る
流
動

的
な
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
と
い
う
環
境
が
棲
み
分
け
を
可
能
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
紛
争
（
「
喧
嘩
」
）
の
場
が
「
河
辺
」
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
河
川
や
湖
沼
を
中
心
と
し
た
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
で
は
、
網
漁
や
簗
漁
な
ど
漁
獲
量
の
多
い
大
規
模
な
漁
掛
が
競
合
し
つ
つ
も
棲
み
分

け
て
い
た
こ
と
を
み
て
き
た
。
し
か
し
、
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
の
漁
携
の
特
質
は
そ
う
し
た
大
規
模
な
漁
掛
に
の
み
あ
る
わ
け
で
な
い
。

小
規
模
で
素
朴
な
漁
掛
　
次
に
、
史
料
六
に
戻
り
た
い
。
先
に
み
た
近
江
国
愛
信
連
の
「
浜
際
」
は
、
愛
智
庄
が
上
下
二
つ
に
分
割
さ
れ
る
際
、

上
方
に
比
べ
下
方
の
腿
数
が
少
な
か
っ
た
た
め
下
庄
に
は
組
み
入
れ
ら
れ
ず
、
上
庄
領
と
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
傍
線
部
b
で
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は
「
於
二
草
刈
・
菅
・
菰
・
魚
捕
之
条
一
者
、
互
不
レ
可
二
制
止
こ
と
さ
れ
、
上
庄
の
み
な
ら
ず
下
庄
の
慈
母
の
利
用
が
行
わ
れ
て
い
た
。
問
題

は
こ
う
し
た
漁
携
が
ど
の
よ
う
な
漁
携
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
【
史
料
十
藁

　
　
　
（
藤
原
）
　
　
　
（
師
能
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
重
代
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
井
窺
）
　
　
（
二
　
吉
）
　
　
（
四
至
）
　
（
堺
）
　
　
　
　
　
　
　
（
工
藤
）
　
　
　
　
　
　
（
忠
綱
）

　
　
ふ
ち
は
ら
の
も
ろ
よ
し
に
譲
わ
た
す
、
ち
う
た
い
相
伝
の
所
領
、
こ
み
て
・
ふ
た
よ
し
の
し
四
さ
か
い
の
こ
と
ハ
、
宮
藤
毛
馬
大
輔
子
た
・
つ
な
の
譲

　
　
状
に
見
へ
た
り
、

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
至
）
　
（
堺
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
萱
）
　
　
切
）
　
　
（
河
原
）

　
　
た
・
し
、
か
く
は
し
・
さ
か
い
を
わ
け
た
り
と
も
、
立
林
は
地
頭
に
い
は
て
き
り
た
ら
ハ
、
ひ
か
事
也
、
　
日
の
う
ち
の
　
カ
や
を
き
り
　
カ
わ
ら
の

　
　
（
魚
）
（
、
用
）
　

（
成
⑯

　
　
う
を
な
と
を
と
ら
う
と
す
る
を
は
　
あ
な
カ
ち
　
い
は
い
す
　
カ
ら
す
、

　
こ
の
史
料
は
、
信
濃
国
伊
奈
郡
小
井
亘
（
こ
い
で
）
郷
の
地
頭
工
藤
潮
繋
が
そ
の
子
師
能
に
所
領
を
譲
渡
し
た
建
長
三
年
（
一
二
五
　
）
の
譲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
河
原
）
　
　
（
魚
）
　
　
　
　
（
捕
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
成
敗
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
萱
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
切
）

状
で
あ
る
。
傍
線
部
で
は
、
「
一
日
の
う
ち
の
木
か
や
を
き
り
、
か
わ
ら
の
う
を
な
と
を
と
ら
う
と
す
る
を
は
、
あ
な
か
ち
せ
い
ば
い
す
へ
か

ら
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
＝
日
の
う
ち
の
」
の
一
日
に
は
、
そ
の
日
の
う
ち
と
い
う
語
義
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
日
そ
の
日
の

暮
ら
し
の
た
め
の
魚
を
採
捕
す
る
行
為
が
河
原
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
こ
れ
が
地
頭
工
藤
氏
所
領
の
四
志
望
の
河
原
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
頭
工
藤

氏
は
、
所
領
内
の
成
敗
権
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
を
規
制
し
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に
つ
い
て
井
原
今
朝
男
氏
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

「
領
主
の
山
野
支
配
と
百
姓
ら
の
日
常
生
活
に
必
要
な
下
草
、
薪
、
川
魚
の
獲
得
の
た
め
の
入
会
と
は
共
存
し
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
し

　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
・
　
（
成
敗
）

か
し
こ
れ
は
、
「
あ
な
か
ち
せ
い
ば
い
す
へ
か
ら
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
（
傍
点
橋
本
）
、
全
面
的
な
共
存
で
は
な
い
。
私
は
、
こ
の

史
料
は
地
頭
工
藤
氏
に
よ
る
河
川
で
の
翌
翌
を
背
景
に
考
え
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
地
頭
工
藤
氏
の
漁
携
と
抵

触
し
な
い
漁
携
の
み
が
容
認
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
規
制
を
除
外
さ
れ
た
対
象
が
河
川
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
河
原

と
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
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河
辺
の
漁
掻
　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
＝
日
の
う
ち
の
」
の
漁
礁
は
ど
ん
な
漁
猟
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
参
考
と
な
る
と
考
え

た
の
が
、
一
二
五
四
年
成
立
の
『
古
今
著
聞
集
』
の
説
話
で
あ
る
。

　
【
史
料
十
二
】

　
　
　
二
～
二
　
自
河
院
殺
生
禁
漸
の
時
貧
僧
孝
養
の
爲
に
魚
を
捕
ふ
る
事

　
　
白
川
院
御
時
、
天
下
殺
生
禁
断
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
國
土
に
魚
鳥
の
た
ぐ
ひ
た
え
に
け
り
。
単
比
ま
っ
し
か
り
け
る
僧
の
、
と
し
老
た
る
母
を
隔
た
る
、
あ

　
　
り
け
り
。
そ
の
母
魚
な
け
れ
ば
物
を
く
は
ざ
り
け
り
。
た
ま
一
も
と
め
え
た
る
く
ひ
物
も
く
は
ず
し
て
、
や
・
日
数
ふ
る
ま
・
に
、
老
の
力
い
よ
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
　
よ
は
り
て
、
今
は
た
の
む
方
な
く
見
え
け
り
。
僧
か
な
し
み
の
心
深
く
し
て
、
尋
も
と
む
れ
ど
も
え
が
た
し
。
お
も
ひ
あ
ま
り
て
、
つ
や
く
魚
と
る
す

　
　
旧
明
。
禁
制
を
も
き
比
な
り
け
れ
ば
、
官
人
見
あ
ひ
て
、
か
ら
め
と
り
て
、
院
の
御
所
へ
み
て
ま
い
り
ぬ
。
先
子
細
を
と
は
る
。
「
殺
生
禁
制
世
に
か
く
れ

　
　
　
な
し
。
い
か
で
か
其
由
を
し
ら
ざ
ら
ん
。
い
は
ん
や
法
師
の
か
た
ち
と
し
て
、
そ
の
衣
を
き
な
が
ら
、
此
犯
を
な
す
事
、
一
か
た
な
ら
ぬ
科
の
が
る
・
所

　
　
　
な
し
」
と
仰
合
ら
る
・
に
、
僧
侶
を
な
が
し
て
申
や
う
、
「
天
下
に
此
制
を
も
き
事
、
み
な
う
け
た
ま
は
る
慮
也
。
た
と
ひ
制
な
く
と
も
、
法
師
の
身
に

　
　
　
て
、
此
振
舞
更
に
あ
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
苛
わ
れ
年
老
た
る
母
を
も
て
り
。
た
ず
わ
れ
一
人
の
ほ
か
、
た
の
め
る
も
の
な
し
。
よ
は
ひ
た
け
身
お
と
ろ
へ

　
　
　
て
、
朝
夕
の
喰
た
や
す
か
ら
ず
。
我
又
家
ま
っ
し
く
財
も
た
ね
ば
、
心
の
ご
と
く
に
や
し
な
ふ
に
ち
か
ら
た
へ
ず
。
中
に
も
魚
な
け
れ
ば
物
を
く
は
ず
。

　
　
　
此
比
天
下
の
制
に
よ
り
て
、
魚
鳥
の
た
ぐ
ひ
、
い
よ
一
得
が
た
き
に
よ
り
て
、
身
力
す
で
に
よ
は
り
た
り
。
是
を
た
す
け
ん
た
め
に
、
心
の
を
き
所
な

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
く
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
罪
を
お
こ
な
は
れ
ん
事
案
の
う
ち
に
侍
り
。
但
こ
の
と
る
虞
の
焦
、
い

　
　
　
ま
は
は
な
つ
と
も
い
き
が
た
し
。
身
の
い
と
ま
を
ゆ
り
が
た
く
は
、
こ
の
魚
を
母
の
も
と
へ
っ
か
は
し
て
、
ム
ユ
度
あ
ざ
や
か
な
る
味
を
す
・
め
て
、
心

　
　
　
や
す
く
う
け
給
を
き
て
、
い
か
に
も
ま
か
り
な
ら
ん
」
と
申
す
。
是
を
き
く
人
々
、
涙
を
な
が
さ
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
院
き
こ
し
め
し
て
、
孝
養
の
志
あ

　
　
　
さ
か
ら
ぬ
を
、
あ
は
れ
み
感
ぜ
さ
せ
給
て
、
さ
ま
ぐ
の
物
ど
も
を
馬
車
に
つ
み
て
給
は
せ
て
、
ゆ
る
さ
れ
に
け
り
。
と
も
し
き
事
あ
ら
ば
、
か
さ
ね
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
　
申
べ
き
よ
し
を
ぞ
仰
ら
れ
け
る
。
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白
河
上
皇
の
激
し
い
殺
生
禁
断
政
策
下
、
貧
し
く
「
魚
と
る
す
べ
」
も
し
ら
な
い
僧
侶
が
、
老
い
た
母
親
の
た
め
に
禁
断
を
犯
し
て
「
川
の

辺
」
に
出
向
き
（
傍
線
a
）
、
魚
を
捕
獲
し
て
捕
ら
え
ら
れ
た
が
、
孝
養
の
志
を
認
め
ら
れ
て
許
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
話
は
、

『
古
今
著
聞
集
』
だ
け
で
は
く
、
『
喜
捨
抄
』
（
一
二
五
二
年
成
立
）
、
『
沙
石
集
』
（
一
二
八
三
年
成
立
）
に
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
『
沙
石
集
』
や

『
十
訓
抄
』
で
は
桂
川
の
河
辺
で
の
話
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
『
古
今
著
聞
集
』
が
、
捕
獲
魚
種
を
鮎
や
鯉
・
鮒
で
は
な
く
、
「
は
へ
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
（
傍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

線
b
）
。
ハ
エ
（
脆
）
と
は
、
オ
イ
カ
ワ
と
い
う
コ
イ
科
の
魚
類
の
呼
称
で
あ
る
が
、
中
世
に
は
貢
納
品
や
贈
答
品
、
あ
る
い
は
商
品
と
し
て
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

認
で
き
な
い
魚
種
で
あ
る
。
単
に
漁
獲
技
術
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
漁
業
権
が
設
定
さ
れ
て
い
た
桂
川
で
の
魚
種
に
よ
る
落
馬
の
棲
み
分
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
説
話
が
指
し
示
し
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、
漁
掛
と
は
、
貧
し
く
、
魚
を
市
場
で
購
入
す
る
財
も
な
く
、
か
と
い
っ
て

網
や
釣
り
針
な
ど
の
生
産
手
段
も
な
く
、
「
魚
と
る
重
し
つ
ま
り
漁
携
の
技
能
や
知
識
も
な
い
、
共
同
体
に
も
属
さ
な
い
僧
で
あ
っ
て
も
、
「
川

の
辺
」
に
赴
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
な
ん
と
か
成
り
立
つ
生
業
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
白
河
上
皇
の
強
烈
な
殺
生
禁
断
政
策
下
と
い
う

特
殊
な
状
況
の
な
か
で
あ
っ
た
が
故
に
美
談
と
し
て
説
話
化
さ
れ
た
だ
け
で
、
こ
の
よ
う
な
小
規
模
で
素
朴
な
漁
携
は
日
常
の
も
の
と
し
て
他

の
漁
携
と
併
存
し
つ
つ
「
河
辺
」
で
展
開
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。

小
野
　
以
上
、
中
世
の
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
で
の
漁
携
の
実
態
と
特
徴
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
「
海
事
」
と
い
う
用
語
に
は
包
摂
さ
れ
な
い

漁
掛
主
体
の
存
在
を
指
摘
し
、
特
権
を
与
え
ら
れ
た
と
さ
れ
て
き
た
集
団
に
よ
る
生
々
が
必
ず
し
も
排
他
的
に
貫
徹
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

様
々
な
階
層
や
集
団
に
よ
る
異
質
な
漁
携
が
競
合
し
つ
つ
併
存
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た
漁
舟
の
あ
り
方
は
、
前
章
で
み

た
陸
域
と
水
域
と
が
不
定
期
な
周
期
で
可
逆
的
に
変
移
す
る
と
い
う
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
の
広
が
り
が
支
え
て
い
た
と
考
え
る
。

①
網
野
善
彦
『
臼
本
中
世
の
非
農
業
昆
と
天
皇
』
（
前
掲
は
じ
め
に
註
⑥
）
。

②
入
間
田
宜
夫
「
守
護
・
地
頭
と
領
主
制
」
（
噸
講
座
日
本
歴
史
3
中
世
1
瞼
東

　
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
）
な
ど
。

③
例
え
ば
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
七
第
二
十
六
に
は
、

琵
琶
湖
の
海
人
が
登
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場
す
る
。

④
『
今
昔
物
語
集
触
巻
第
十
九
第
十
四
。

⑤
『
今
昔
物
語
集
』
黙
認
十
四
第
十
。

⑥
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
七
第
四
十
。

⑦
『
今
昔
物
語
集
㎞
巻
第
十
九
第
四
。

⑧
建
久
元
年
（
二
九
〇
）
十
一
月
日
、
金
剛
関
寺
大
塔
供
僧
申
状
案
、
「
高
野

　
山
文
書
宝
簡
集
」
、
噌
鎌
倉
遺
文
』
一
－
四
九
五
。

⑨
奥
零
露
に
つ
い
て
は
、
若
林
陵
～
「
近
江
国
警
嶋
荘
の
荘
園
領
主
と
在
地
社

　
A
筑
」
　
（
『
⊥
ハ
軒
丁
・
中
惜
一
史
研
究
』
　
八
、
　
一
一
〇
〇
一
年
）
参
昭
…
。

⑩
網
野
善
彦
「
忌
事
と
海
産
物
の
流
通
」
（
前
掲
第
一
章
註
①
）
。

⑪
　
前
掲
第
＝
草
註
⑧
頁
永
元
年
（
一
二
三
二
）
六
月
一
二
十
日
、
宮
宣
旨
。

⑫
天
福
二
年
（
＝
≡
四
）
八
月
日
照
源
所
領
注
文
、
「
華
頂
要
略
五
十
五
扁
、

　
『
鎌
倉
鴨
魁
文
』
♪
U
…
㎜
閣
⊥
ハ
八
七
。

⑬
建
久
七
年
（
二
九
六
）
二
月
日
、
堅
田
供
祭
神
人
等
陳
状
写
（
東
京
大
学
史

　
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
則
賀
茂
御
祖
皇
太
神
宮
諸
国
神
戸
無
恥
を
底
本
と
し
て
、

　
内
閣
文
庫
本
と
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
本
に
よ
り
対
校
し
た
）
。

⑭
長
久
三
年
十
二
月
二
十
日
、
寂
楽
寺
宝
蔵
物
紛
失
状
案
、
「
高
野
山
文
書
」
『
平

三
　
水
辺
の
漁
携
の
位
置
一
飢
饒
と
市
場
1

　
安
遺
文
㎞
　
一
〇
…
補
一
⊥
ハ
⊥
ハ
。

⑮
安
曇
川
の
漁
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
近
藤
雅
樹
「
漁
具
・
漁
法
」
（
『
湖
西

　
の
漁
携
習
俗
…
琵
琶
湖
総
合
開
発
地
域
民
俗
文
化
財
特
別
調
査
報
告
書
輪
滋
賀
県

　
教
育
委
員
会
、
一
九
八
二
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

　
秋
山
籏
光
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

⑯
建
長
三
年
置
一
二
五
一
）
二
月
五
日
、
「
工
藤
家
文
書
」
、
噸
鎌
倉
遺
文
㎞
一
〇

　
1
七
二
七
二
。

⑰
井
原
今
朝
男
噸
中
世
寺
院
と
民
衆
㎞
（
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
。

⑱
『
古
今
著
聞
集
恥
三
＝
一
。

⑲
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
編
『
湖
国
び
わ
湖
の
魚
た
ち
輪
（
第
一
法
規
出
版
株

　
式
会
社
、
一
九
七
五
年
目
な
ど
。

⑳
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
琵
琶
湖
博
物
館
総
合
研
究
「
東
ア
ジ
ア
の
中
の
琵
琶
湖

　
”
コ
イ
科
魚
類
の
展
開
を
軸
と
し
た
環
境
史
に
関
す
る
研
究
」
の
成
果
を
参
照
し

　
た
。

⑳
桂
川
の
漁
携
に
つ
い
て
は
、
網
野
善
彦
「
鵜
飼
と
桂
女
」
（
『
日
本
中
鏡
胴
農
業

　
民
と
天
皇
㎞
（
前
掲
は
じ
め
に
註
⑥
、
初
出
は
一
九
七
三
年
）
。

　
本
章
で
は
、
前
章
で
確
認
し
た
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
で
の
漁
携
が
、
生
業
の
全
体
的
な
構
造
の
な
か
で
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
か
、
そ
の
見
通
し
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

飢
饅
と
生
業
最
初
に
、
確
認
し
た
い
の
は
、
環
境
史
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
気
候
変
動
と
の
関
わ
り
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
飢
謹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
生
業
全
般
と
の
関
係
で
あ
る
。

　
　
【
史
料
十
三
】
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一、

c
作
ニ
マ
サ
ル
重
イ
手
ハ
ナ
シ
。
　
」
冶
屋
ハ
食
　
二
赫
・
金
・
　
　
ヲ
ヤ
ス
く
ト
兀
ル
ヲ
買
留
メ
　
　
・
蜜
・
鎌
・
釧
ニ
シ
テ
　
　
得
ナ
ル
　
ニ

売
ル
ソ
。
鎌
ハ
月
々
二
使
ヒ
失
ウ
テ
流
行
ル
ゾ
。
又
王
師
ハ
年
々
二
野
ノ
側
腐
リ
テ
、
年
辛
ケ
レ
ド
モ
、
流
行
ラ
イ
デ
ハ
叶
ハ
ヌ
モ
ノ
ゾ
。
又
研
屋
モ
、

年
輩
ケ
レ
バ
、
ヨ
キ
刀
ヲ
ヤ
ス
く
ト
売
ル
ヲ
仕
置
シ
、
有
得
ナ
ル
人
二
売
ル
ゾ
。
又
番
匠
モ
年
ノ
辛
イ
時
、
有
得
ノ
人
造
作
ヲ
流
行
ラ
ス
ル
。
万
ノ
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
b

日本中世における水辺の環境と生業（橋本）

　
　
ノ
ヲ
読
ユ
ル
ハ
、
分
限
者
ナ
リ
。
又
蠣
・
　
∴
　
二
・
・
一
ナ
ド
ヲ
ソ
ル
　
　
　
ノ
一
物
、
餅
・
糧
・
団
　
・
火
宙
　
　
　
物
ヲ
シ
テ
売
ル
モ
ノ
ハ
　
悲

　
　
シ
キ
　
、
、
エ
　
ナ
ヌ
モ
ノ
ソ
ヤ
。
万
商
物
モ
、
檀
那
二
、
徳
人
ヲ
持
ツ
ハ
ヨ
キ
便
り
ナ
リ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
一
、
紺
屋
・
具
足
屋
・
糸
屋
・
白
銀
師
、
十
人
連
ノ
仕
手
ナ
ラ
バ
、
コ
レ
ラ
バ
飢
年
二
大
事
ノ
職
ゾ
ヤ
。
餓
エ
死
ヌ
ベ
シ
。

　
こ
の
史
料
は
、
近
江
国
堅
田
の
真
宗
寺
院
、
本
説
寺
の
住
持
明
王
が
十
六
世
紀
前
半
に
記
し
た
墨
書
の
一
節
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
田
作
」
、
農

業
の
苦
し
さ
を
指
摘
し
た
上
で
、
鍛
冶
屋
、
桶
師
、
研
屋
、
番
匠
と
い
う
手
工
業
者
の
生
業
と
し
て
の
飢
饒
時
の
有
利
さ
を
述
べ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
手
法
と
は
、
例
え
ば
鍛
冶
屋
は
飢
年
に
釜
、
錠
、
古
金
を
経
営
が
破
綻
し
た
人
々
か
ら
廉
価
で
買
取
り
、
鋤
、
鍬
、
鎌
、
錠
に

し
て
有
徳
人
に
売
買
し
て
利
益
を
得
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
傍
線
a
）
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
気
候
変
動
が
原
因
で
農
業
経
営
が
破
壊

さ
れ
た
と
し
て
も
、
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に
、
有
利
に
働
く
生
業
が
存
在
し
、
富
の
偏
在
は
加
速
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
「
飢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

鯉
の
問
題
は
、
基
本
的
に
は
社
会
シ
ス
テ
ム
に
関
わ
る
部
分
が
大
き
い
」
と
す
る
原
田
信
男
氏
の
指
摘
は
正
し
い
も
の
と
考
え
る
。
明
誓
は
、

一
方
で
塩
・
瓜
・
米
⊥
豆
・
麦
な
ど
食
料
品
全
般
を
売
買
す
る
も
の
も
飢
饅
の
際
に
は
餓
死
す
る
と
す
る
が
（
傍
線
b
）
、
こ
う
し
た
置
酒
に
応

じ
た
経
済
の
動
向
の
中
で
、
淡
水
魚
類
、
す
な
わ
ち
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
の
玉
台
と
い
う
生
業
は
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

飢
鰹
と
漁
携

　
【
史
料
十
四
】

　
　
　
一
　
止
二
山
野
江
海
煩
の
可
助
二
浪
人
身
命
一
事
、

　
　
諸
国
飢
饒
之
間
、
遠
近
俺
僚
之
鷲
、
肝
入
二
山
蕊
取
二
半
預
・
野
老
ハ
下
墨
二
江
海
↓
求
二
魚
鱗
・
海
藻
ハ
以
二
如
レ
此
様
ハ
支
二
活
計
一
之
処
、
在
所
之
地
頭
、

　
　
堅
令
二
禁
遇
｝
云
々
、
早
止
二
地
頭
制
止
↓
可
レ
助
二
浪
人
身
命
｝
也
、
車
寄
二
事
於
此
面
符
↓
不
レ
可
レ
有
二
過
分
之
儀
↓
存
＝
此
旨
↓
可
レ
致
二
沙
汰
一
之
状
、
依
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レ
仰
執
達
如
レ
件
、

　
　
　
　
正
嘉
三
年
二
月
九
田
　
　
　
　
　
武
蔵
守
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
模
守
判

　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
　
　
　
駿
河
守
殿

　
こ
の
史
料
は
、
著
名
な
正
嘉
の
鳳
蝶
に
際
す
る
鎌
倉
幕
府
の
追
加
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
み
る
対
立
の
構
図
、
す
な
わ
ち
規
制
を
す
る
「
在
所

之
地
頭
」
と
江
海
に
臨
ん
で
魚
類
を
採
捕
す
る
「
俺
僚
之
輩
」
と
い
う
対
立
の
講
図
は
、
前
章
で
み
た
地
頭
工
藤
氏
と
河
原
の
魚
を
と
る
人
々

と
い
う
構
図
と
変
わ
り
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
「
在
所
之
地
頭
」
に
よ
る
「
禁
遇
」
と
は
、
地
頭
の
漁
携
を
前
提
と
す
る
も
の
と
考

え
た
い
。
ま
た
、
身
命
を
助
け
る
活
計
の
た
め
の
こ
の
漁
携
は
、
「
一
日
の
う
ち
」
の
漁
携
で
あ
っ
て
、
史
料
上
は
「
江
海
」
で
の
心
理
と
さ

れ
て
い
る
が
、
信
濃
国
小
井
豊
郷
の
事
例
で
み
た
よ
う
に
、
実
際
は
河
原
な
ど
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
で
の
漁
掛
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
飢
饒
と
漁
携
と
の
関
係
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
単
に
「
一
日
の
う
ち
」
の
漁
携
の
存
在
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と

考
え
る
。

　
門
史
料
十
五
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
飢
渇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
絶
）
　
　
　
　
（
類
）

　
　
日
本
国
数
年
の
問
、
打
続
き
け
か
ち
ゆ
き
て
、
衣
食
た
へ
、
留
る
ひ
を
は
食
い
つ
く
し
、
結
句
人
を
く
ら
う
者
出
来
し
て
、
或
は
死
人
、
或
は
小
児
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
或
は
病
人
等
の
肉
を
裂
取
て
、
魚
鹿
等
に
加
へ
て
売
し
か
は
、
人
是
を
買
く
へ
り
、

　
こ
れ
は
建
治
四
年
（
一
二
七
八
）
の
日
蓮
の
書
状
の
一
節
で
、
人
肉
を
売
買
し
て
食
し
た
と
い
う
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
内
容
が
注
目
さ
れ
る
史

料
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
悪
留
の
な
か
で
「
魚
鹿
等
」
、
す
な
わ
ち
魚
鳥
や
猪
鹿
が
市
場
で
売
買
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

む
し
ろ
飢
饒
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
魚
鳥
や
猪
鹿
は
市
場
価
値
の
高
い
重
要
な
商
品
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
門
史
料
十
六
】

　
　
今
日
本
国
亦
一
如
レ
是
、
真
言
師
・
禅
宗
・
持
斉
等
人
を
食
す
る
者
、
国
申
に
充
満
せ
り
、
五
音
に
真
言
の
邪
法
よ
り
事
起
れ
り
、
竜
象
房
か
人
を
食
し
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は
、
万
か
一
宗
た
る
也
、
彼
に
習
て
人
の
肉
を
或
は
猪
鹿
に
交
へ
、
或
は
魚
鳥
に
切
雑
へ
、
或
は
た
・
き
加
へ
、
或
は
す
し
と
し
て
売
る
、
食
す
る
者
不

　
　
　
　
⑥

　
　
レ
知
レ
数
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
こ
れ
も
弘
安
三
年
（
＝
一
八
○
）
の
日
蓮
書
状
の
一
節
で
あ
る
。
竜
象
房
は
日
蓮
の
グ
ル
ー
プ
の
法
敵
で
あ
り
、
人
を
食
う
と
い
う
他
宗
派

に
対
す
る
激
し
い
非
難
は
、
宗
派
間
の
対
立
の
構
図
の
な
か
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
史
料
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
強
調
し
た
い
の
は
、

「
食
す
る
者
不
レ
知
レ
数
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
魚
鳥
に
幽
す
る
需
要
の
高
さ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
魚
鳥
や
猪
鹿
の
売
買
の
背
後
に
は
当
然

狩
猟
と
漁
掛
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
誰
が
支
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

漁
携
と
市
場

　
【
史
料
十
七
】

　
　
廿
六
艮
甲
辰
　
晴
、
生
魚
交
易
可
二
停
止
之
由
、
仰
二
太
神
宮
井
賀
茂
上
下
・
住
吉
等
社
皿
了
、

　
　
殺
生
禁
断
事
、
宣
下
先
了
、
而
於
二
諸
社
供
祭
　
者
、
非
二
制
限
｝
之
由
、
所
レ
被
レ
載
｝
宣
旨
一
也
、
因
レ
苑
、
苗
、
　
　
二
供
祭
一
　
刀
　
　
三
ノ
買
　
聞
一

　
　
所
行
之
企
、
太
不
レ
可
レ
然
、
固
守
二
野
制
之
旨
↓
可
レ
停
二
交
易
儀
一
之
由
、
不
日
可
レ
召
二
進
請
文
い
此
上
令
一
｝
違
犯
一
門
、
仰
一
一
使
庁
ハ
任
レ
法
、
可
レ
弱
二
取
其

　
　
身
｝
由
、
所
レ
有
一
御
下
知
一
也
、
以
二
此
旨
一
念
可
レ
被
レ
仰
二
定
世
朝
臣
皿
者
、
依
二
院
宣
ハ
執
達
如
レ
件
、

　
　
　
　
　
　
四
月
廿
六
日
　
　
　
　
　
　
治
部
少
輔
兼
仲

　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
　
　
大
夫
史
殿

　
こ
の
史
料
は
、
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
に
朝
廷
よ
り
贔
さ
れ
た
生
魚
交
易
の
停
止
令
で
あ
る
。
王
権
に
よ
っ
て
強
力
に
推
し
進
め
ら
れ
た

殺
生
禁
断
に
よ
り
、
神
社
の
供
御
の
た
め
以
外
の
漁
掛
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
傍
線
部
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
実
態
と
し
て
王
権

が
見
逃
し
え
な
い
程
に
、
首
都
京
都
か
ら
離
れ
た
「
辺
土
」
の
市
場
で
魚
介
類
は
売
買
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
売
買
は
、
あ
く
ま
で
伊
勢
、
賀
茂
、

住
吉
な
ど
大
寺
社
に
帰
属
し
て
供
御
を
す
る
「
漁
人
」
の
、
お
そ
ら
く
大
規
模
な
漁
掛
の
事
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
市
場
を
前
提
と
し
た
漁
携

は
、
大
規
模
な
漁
携
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
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【
史
料
十
八
】

　
　
或
催
二
寺
内
之
百
姓
野
田
取
鶉
狩
狸
殺
狼
落
之
鹿
、
於
二
別
当
坊
一
食
レ
之
、
或
専
一
毒
物
於
仏
前
之
池
一
殺
篇
若
干
魚
類
一
出
二
村
里
一
軍
レ
之
、
見
聞
三
人
莫

　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
レ
不
レ
驚
一
耳
目
ハ

　
こ
れ
は
、
駿
河
国
富
士
下
方
滝
泉
寺
の
院
主
代
平
左
近
入
道
行
智
と
日
蓮
の
弟
子
で
あ
る
大
衆
越
後
釜
日
弁
、
下
野
房
日
秀
等
と
の
弘
安
二

年
（
　
二
七
九
）
の
相
論
に
お
け
る
日
弁
蓋
側
の
陳
状
の
一
節
で
あ
る
。
「
熱
源
法
難
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
相
論
の
根
底
に
は
法
華
経
以
外
の
経

典
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
宗
派
的
な
対
立
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
行
智
の
行
為
を
非
難
す
る
な
か
に
、
こ
の
狩
猟
と
漁
携
の
部
分
が
含
ま
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
行
智
が
寺
内
の
池
に
お
い
て
毒
物
を
用
い
て
殺
し
た
「
若
干
魚
類
」
を
「
村
里
」
で
売
買
し
て
い
る
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
紛
争
の
一
方
当
事
者
の
史
料
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
事
実
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

村
落
で
の
魚
類
売
買
が
～
方
の
主
張
と
し
て
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
村
落
市
場
の
成
立
が
前
提
と
な
る
。
こ
の
裁
判
に
お
け
る
主
張
が
事
実
で

あ
れ
、
偽
り
で
あ
れ
、
村
落
で
の
小
規
模
な
魚
類
売
買
は
広
範
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
た
い
。
と
す
れ
ば
、
大
規
模
な
漁
携
の
み
で
な
く
、

水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
で
の
小
規
模
で
素
朴
な
漁
携
も
ま
た
市
場
を
前
提
と
し
て
い
た
可
能
性
が
否
定
で
き
な
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

小
罪
　
以
上
、
本
章
で
は
簡
単
で
は
あ
る
が
、
飢
謹
時
の
生
業
と
市
場
と
の
関
係
を
出
発
点
に
、
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
の
漁
携
と
市
場
と
の
関
係

に
つ
い
て
見
通
し
を
述
べ
た
。
漁
掛
が
市
場
を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
で
の
小
規
模
で
素
朴
な
忌
垣

で
あ
っ
て
も
市
場
を
前
提
と
し
て
い
た
と
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
鍛
冶
屋
な
ど
の
手
工
業
生
産
と
同
じ
よ
う
に
飢
鰹
に
あ
た
っ
て
は
重
要

性
を
増
す
生
業
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

①
磯
貝
寓
士
男
㎎
申
世
の
農
業
と
気
候
－
水
田
二
毛
作
の
展
開
1
』
（
吉
川
弘
文

　
館
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
。

②
『
本
管
三
跡
書
』
（
『
自
門
一
向
　
揆
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
）
。

③
原
田
信
男
「
中
世
の
気
候
変
動
と
災
害
・
飢
饒
」
（
『
東
北
学
』
八
、
二
〇
〇
三

　
年
）
。

④
正
嘉
三
年
（
＝
孟
九
）
二
月
九
日
、
関
東
御
教
書
案
、
『
新
式
目
睡
、
『
鎌
倉

　
遺
文
睡
　
～
～
一
八
三
四
六
。

⑤
建
治
四
年
（
一
二
七
八
）
二
月
十
三
日
、
日
蓮
書
状
、
「
日
蓮
聖
入
籍
文
」
、

　
『
鎌
倉
遺
文
㎞
　
一
七
1
＝
一
九
八
三
。

⑥
弘
安
三
年
（
　
二
八
○
）
正
月
二
十
七
日
、
日
莚
書
状
、
「
日
蓮
聖
人
遣
文
扁
、
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魍
鎌
倉
遺
文
臨
一
八
i
一
三
八
四
七
。

⑦
建
治
三
年
（
｝
二
七
七
）
六
月
二
十
五
日
、

　
文
」
、
『
鎌
倉
遺
文
㎞
一
七
一
＝
一
七
六
四
。

四
条
頼
基
陳
状
、
「
日
蓮
聖
文
遺

⑧
『
兼
仲
卿
記
㎞
弘
安
七
年
四
月
廿
六
日
条
。

⑨
弘
安
二
年
（
＝
モ
九
）
十
月
日
、
瀧
泉
寺
大
衆
申
状
、

　
『
鎌
倉
遺
文
』
　
八
一
一
三
七
五
五
。

門
日
蓮
聖
人
遺
文
」
、

む
　
す
　
び
　
に

日本中世における水辺の環境と生業（橋本）

　
本
稿
で
は
、
陸
域
と
水
域
と
が
不
定
期
な
周
期
で
可
逆
的
に
変
移
す
る
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
と
い
う
環
境
に
着
目
し
、
そ
う
し
た
環
境
を
前
提

と
し
た
生
業
の
一
つ
と
し
て
の
漁
携
の
実
態
を
で
き
る
だ
け
史
料
に
こ
だ
わ
っ
て
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
ま
ず
、
水
辺
エ
コ

ト
ー
ン
は
、
河
川
の
流
動
や
湖
沼
の
水
位
変
動
を
う
け
て
広
範
な
広
が
り
を
み
せ
て
お
り
、
「
河
原
」
、
「
河
辺
」
、
「
浜
際
」
な
ど
と
し
て
史
料

上
に
登
場
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
領
域
型
荘
園
は
、
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
と
い
う
環
境
を
組
み
込
ま
な
け
れ
ば
成
り
立
ち
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、

河
川
が
公
領
（
国
衙
領
）
と
し
て
主
張
さ
れ
る
事
例
が
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
こ
う
し
た
環
境
す
べ
て
を
神
仏
の
支
配
す
る
「
無
所
有
」

の
「
無
縁
の
場
」
と
す
る
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
い
。

　
次
に
、
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
で
の
漁
携
の
実
態
に
迫
り
、
網
野
氏
が
強
調
す
る
海
門
集
団
に
よ
る
「
自
由
な
通
行
と
毛
玉
の
特
権
」
は
貫
徹
し

て
い
な
い
こ
と
、
地
頭
・
御
家
人
層
や
荘
官
層
か
ら
荘
園
の
住
人
等
ま
で
、
ま
た
、
大
規
模
で
高
度
な
漁
掛
か
ら
小
規
模
で
素
朴
な
＝
日
の

う
ち
」
の
漁
携
ま
で
、
様
々
な
階
層
、
集
団
の
異
質
な
昏
昏
が
競
合
し
つ
つ
併
存
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
様
々
な
主
体
に
よ
る
こ

う
し
た
異
質
な
漁
携
の
棲
み
分
け
は
、
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
と
い
う
環
境
の
特
質
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。

　
そ
し
て
最
後
に
、
長
年
と
い
う
状
況
の
も
と
で
も
魚
類
が
売
買
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
。
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
で
の
漁
携
も
、
小
規
模

で
あ
っ
て
も
市
場
と
結
び
つ
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
皆
掛
は
、
飢
謹
と
い
う
状
況
下
で
は
か
え
っ
て
重
要
性
が
増
す
生
業
で
あ
っ
た
可
能

性
が
高
く
、
市
場
と
関
わ
る
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
で
の
漁
掛
は
慢
性
的
な
飢
饒
状
態
と
い
う
中
世
の
時
代
背
景
の
中
で
は
生
業
の
複
合
的
構
造
を

支
え
る
重
要
な
核
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
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以
上
の
考
察
に
よ
り
、
網
野
氏
の
海
豊
丘
、
漁
業
史
研
究
が
、
「
海
民
」
の
一
方
的
主
張
の
過
大
な
依
拠
に
よ
る
偏
っ
た
議
論
で
あ
っ
た
こ

と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
コ
日
の
う
ち
」
の
漁
携
は
、
琵
琶
湖
地
域
で
は
現
在
で
も
営
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
オ
カ
ズ
ト
リ
と
呼
ば
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
①

る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
複
合
し
て
営
ま
れ
て
い
る
生
業
の
一
環
と
し
て
の
漁
燈
を
、
琵
琶
湖
総
合
開
発
地
域
民
俗
文
化
財
特
別
調
査
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

加
わ
り
な
が
ら
網
野
氏
は
重
視
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
私
は
か
つ
て
、
「
琵
琶
湖
総
合
開
発
の
進
行
に
伴
っ
て
諸
分
野
の
研
究
が
飛
躍
的

に
進
展
し
て
い
く
な
か
で
、
残
存
記
録
資
料
の
分
析
に
偏
り
、
魚
の
生
態
や
生
息
環
境
と
そ
れ
に
応
じ
た
漁
獲
技
術
ま
で
も
捉
え
る
視
点
を
持

た
な
か
っ
た
歴
史
学
は
、
網
野
氏
で
さ
え
も
「
漁
業
史
」
研
究
の
延
長
線
上
に
と
ど
ま
り
、
考
古
学
、
民
俗
学
、
社
会
学
と
視
野
を
共
有
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

歴
史
像
を
描
く
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
逆
に
、
網
野
氏
で
あ
っ
た
が
故
に
視
野
の
共
有
が
で

き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
網
野
氏
が
、
「
自
然
そ
の
も
の
の
「
論
理
」
」
を
強
調
し
な
が
ら
、
「
皇

民
」
の
一
方
的
主
張
に
依
拠
す
る
の
み
で
実
際
に
は
自
然
そ
の
も
の
を
捉
え
よ
う
と
す
る
視
点
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
に
一
因
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
で
は
、
広
範
な
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
と
い
う
環
境
の
本
質
、
そ
こ
に
お
け
る
「
自
然
そ
の
も
の
の
「
論
理
」
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
最
後
に
、
生
業
論
を
動
態
的
な
議
論
に
深
化
さ
せ
て
い
く
展
望
を
簡
単
に
述
べ
て
終
り
に
し
た
い
。

　
本
稿
が
注
目
し
た
「
河
辺
」
、
「
河
原
」
そ
し
て
「
浜
際
」
と
い
う
環
境
は
、
い
ず
れ
も
常
時
で
は
く
、
一
定
度
周
期
的
に
「
水
の
難
」
（
水

害
）
を
こ
う
む
る
環
境
で
あ
る
。
史
料
五
の
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
、
大
洪
水
が
二
十
年
後
に
発
生
し
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
（
傍
線
b
）
、
表

1
の
山
城
国
上
野
庄
で
は
十
四
年
に
六
回
、
備
前
国
南
北
条
村
で
は
三
十
四
年
に
四
回
、
い
ず
れ
も
不
定
期
的
に
「
河
成
」
が
認
定
さ
れ
て
い

た
。
今
圓
は
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
漁
携
で
も
不
定
期
的
に
「
不
漁
」
と
い
う
問
題
が
発
生
す
る
よ
う
に
、
自
然
と
向
き
合

う
生
業
は
、
長
期
的
な
変
遷
に
も
も
ち
ろ
ん
影
響
さ
れ
る
が
、
一
方
で
自
然
の
周
期
的
変
化
に
よ
る
影
響
を
う
け
、
そ
の
不
定
期
的
な
周
期
性

を
前
提
に
生
業
を
複
合
的
に
組
み
立
て
る
こ
と
と
な
る
。

　
例
え
ば
、
饗
庭
属
隷
氏
に
よ
れ
ば
、
琵
琶
湖
北
部
の
現
在
の
高
島
市
に
位
置
す
る
鴨
川
右
岸
は
、
低
湿
地
の
た
め
琵
琶
湖
の
増
水
に
よ
り
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④

「
三
年
三
一
圓
し
か
お
米
が
取
れ
な
い
土
地
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
三
年
に
一
回
」
と
い
う
の
は
勿
論
科
学
的
な
統
計
に
よ
る
も
の
で

は
な
く
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
感
覚
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
小
熊
孝
氏
に
よ
れ
ば
、
移
化
帯
と
呼
ば
れ
る
扇
状
地
帯
を
流
れ
出
た
地
域

の
河
川
に
お
け
る
河
原
は
、
畑
や
水
田
と
し
て
利
用
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
洪
水
時
に
収
穫
皆
無
と
な
る
こ
と
は
覚
悟
の
上
」
で
あ
っ

　
　
　
⑤

た
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
な
自
然
の
周
期
的
変
化
を
前
提
と
し
た
生
業
の
展
開
の
あ
り
方
は
歴
史
学
の
従
来
の
単
線
的
な
時
間
軸
の
み
で
は
と
ら
え
ら
れ
ず
、

こ
れ
ま
で
は
歴
史
的
に
位
置
づ
け
る
視
角
を
も
た
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
の
「
環
境
と
生
業
」
と
の

歴
史
的
関
わ
り
の
解
明
と
い
う
視
点
に
立
と
う
と
す
る
と
き
、
自
然
の
周
期
性
は
今
後
の
重
要
な
論
点
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
自
然
の
周
期
性
に
つ
い
て
は
近
年
急
速
に
研
究
が
進
み
つ
つ
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
い
ま
全
面
的
に
議
論
す
る
用
意
は
な
い
が
、
重
要
な
こ
と

は
、
自
然
の
変
化
は
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
く
異
な
る
時
間
軸
が
輻
藤
し
て
起
こ
っ
て
お
り
、
単
～
の
時
間
軸
だ
け
で
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
地
球
科
学
に
よ
る
成
果
は
、
歴
史
学
の
単
線
的
な
時
間
軸
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

単
線
的
な
発
展
史
を
描
い
て
き
た
戦
後
歴
史
学
の
危
機
的
状
況
に
際
し
て
、
自
然
諸
科
学
と
の
学
際
的
な
協
業
が
避
け
て
昇
れ
な
い
こ
と
を
主

張
し
て
粗
雑
な
論
考
を
終
え
た
い
。

　
　
　
オ
カ
ズ
ト
リ
に
つ
い
て
は
、

①
安
室
知
「
低
湿
地
の
稲
作
民
に
お
け
る
生
業
複

　
合
」
（
『
水
田
を
め
ぐ
る
民
俗
学
的
研
究
i
日
本
稲
作
の
展
開
と
構
造
一
紬
前

　
掲
は
じ
め
に
註
⑤
）
参
照
。

②
網
野
氏
に
よ
る
琵
琶
湖
総
合
磯
発
地
域
罠
俗
文
化
財
特
別
調
査
の
成
果
は
以
下

　
の
通
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
門
菅
浦
の
成
立
と
変
遷
扁
（
報
告
書
1
、
一
九
七
九

　
年
）
、
「
び
わ
湖
を
め
ぐ
る
堅
田
の
う
つ
り
か
わ
り
」
（
報
告
書
H
、
一
九
八
○
年
）
、

　
「
船
木
北
浜
の
特
権
と
簗
漁
の
盛
衰
」
（
報
告
轡
4
、
…
九
八
二
年
）
、
「
ム
ラ
の

　
歴
史
－
筑
摩
御
厨
と
磯
村
の
変
遷
を
中
心
と
し
て
一
」
（
報
告
書
5
、
一
九

　
八
三
年
）
。

③
橋
本
道
範
門
中
世
に
お
け
る
琵
琶
湖
漁
携
の
実
態
と
そ
の
歴
史
的
意
義
一
湖

　
辺
エ
コ
ト
ー
ン
の
漁
携
を
中
心
に
一
」
（
前
掲
第
一
章
註
⑳
）
。

④
饗
庭
下
闇
「
湖
中
の
道
と
三
矢
千
軒
」
（
『
近
江
㎞
三
、
一
九
七
三
年
目
。

⑤
大
熊
孝
魍
増
補
洪
水
と
治
水
の
河
川
史
㎞
（
平
凡
社
、
二
〇
〇
七
年
）
。

⑥
小
泉
格
「
地
球
環
境
と
文
明
の
周
期
性
」
（
『
講
座
文
明
と
環
境
第
1
巻
臨

　
朝
倉
書
店
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
。

付
離
　
本
研
究
は
、
科
研
費
（
一
九
五
二
〇
五
九
四
）
お
よ
び
（
一
八
三
二
〇
一
一

　
〇
）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
お
よ
び
滋

　
賀
県
立
琵
琶
湖
博
物
館
の
研
究
費
も
併
せ
て
使
用
し
た
。
な
お
、
英
文
要
旨
作
成
に

　
あ
た
っ
て
、
鑑
碧
搾
曾
O
蔓
α
q
δ
H
氏
の
ご
助
言
を
得
た
。
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The　Shoreline　Environment　and　Livelihood　in　Medieval　Japan，

　　　　　from　the　Standpoint　of　Fishing　in　Lakes　and　Rivers

by

HAsHIMoTo　Michnori

　　In　order　to　consider　the　livelihood　of　people　in　the　Japanese　archipelago　in

medieval　times，　it　is　necessary　for　us　to　turn　our　attention　to　the　shoreline　eco－

tone，　a　varying　and　reversible　environment　that　shifts　between　wet　and　dry．　Scho－

lars　of　the　history　of　fishing　have　not　taken　note　of　this　matter　as　such，　but　the

shoretine　ecotone　extended　around　the　borders　of　lakes　and　marshes　with　fluctuat－

ing　water　1evels　and　along　the　banks　of　rivers　whose　waters　would　fiow　at　will　and

frequently　flood．　Medieval　people　referred　to　this　shorelme　ecotone　by　several

names，　such　as　KAWARA　（riverbeds），　KAWABE　（riversides），　and　HAMAGIWA

（beachfironts　and　shores）．　The　special　right　of　the　“people　of　the　sea”　to　fish，　Ami－

no　Yoshihiko　has　argued，　was　not　an　exclusive　one．　Various　classes　of　people，

from　the　ranks　of　estate　stewards　and　oMciais　down　to　ordinary　residents　of　the

estates，　conducted　a　variety　of　types　of　fishng　both　in　competition　and　coexist－

ence　with　each　other．　We　must　pay　particular　attention　to　“fishing　for　one－day’s

sustenance”　in　KAWARA　（rtverbeds）　and　KAWABE　（riversides），　i．e．，　small－scale

subsistence　fishing　that　was　carried　out　day　in　and　day　out．　This　kind　of　fisliing　in

the　shoreiine　ecotone　was　linked　to　the　market．　Amidst　the　chronic　state　of

famine，　fish　were　sold，　and　it　is　possible　that　small－scale，　simple　fishng　was　a　pre－

requisite　foy　the　market．
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